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明
日
の
言
葉

それが広まれば、
もう誰も「人工知能」と呼ばなくなる。
 ……ジョン・マッカーシー

マッカーシーは、AI 研究の始まりといわれる
ダートマス会議を開催した研究者のひとり。
この時、彼がAI（Artificial Intelligence）という言葉を初めて使った。
そして後に、こう発言もした。
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Keiichiro Hirano
小説家。1975年生まれ。1999年京都大学在学中に『日蝕』により芥川賞を受賞。

以後、『葬送』、『ドーン』、『かたちだけの愛』、『空白を満たしなさい』、
『私とは何か ―「個人」から「分人」へ』、『透明な迷宮』、
『マチネの終わりに』、『ある男』など、数々の作品を発表。

最新刊は『「カッコいい」とは何か』（講談社現代新書）。
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節
約
さ
れ
る
時
間
、費
や
さ
れ
る
時
間

　AIやロボットが人の仕事を奪う、という脅威論は、今年
に入ってからの新型コロナ騒動で、やや、なりを潜めてい
る。単純に、今はそれどころではない、ということだろう
が、汎用AIと専用AIとの区別さえ曖昧だった頃に比べれ
ば、多少、認識も深まって、「シンギュラリティ」予想など
への無闇な不安も、落ち着いているのかもしれない。
　同時に、パンデミックによる環境の激変が、AI やロボッ
トによる将来的な労働の代替を受け容れさせているところ
もあるのだろう。失業問題は現実的な懸念だが、それと矛
盾するように、人間がどこまで、何の仕事をすべきなのか、
という疑問も起こっている。
　「Babylon Health」は、世界中にユーザーを抱える医療支
援アプリで、オンライン上でAI による問診が可能であり、
イギリスでは国民保険サーヴィス（NHS）と協力関係を築い
て、医師の負担軽減と病院の混雑緩和に寄与している。高
齢化が進む日本でも、いずれ導入されるのではあるまいか。
コロナ禍で、風邪も含めて、そもそもどの程度の症状で病
院に行くべきか、ということが、改めて大きな議論となっ
たが、患者の立場からは、家で寝ていれば治るのか、治療
が必要なのかだけでも知りたいと思うのは当然だろう。勿
論、対面の診察が必要となれば、病院に行かねばならない
ので、ただちに医者が不要になる、というわけではない。
　当面、AI に期待されることは二つだろう。一つは、社
会の中で過大に膨れ上がった情報と業務を圧縮し、人間が
ハンドリングできる規模にすること。そのお陰で私たち
は、時間を節約して、他の何かをすることが出来る。一方、
ゲームを始めとして、AIとの関係で費やされる時間も大き
くなるだろう。先ほど例に挙げた AI 問診も、その一つで
ある。
　私たちの限られた人生の時間は、一方でAIのお陰で無駄
から解放され、他方でAIに於いて費やされる。そのこと
の意味を考えるのが、私の近頃の関心事である。

Vol.44 2020 Winter
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特集

としての
社会インフラ

急速に研究開発が進んでいる人工知能（AI）。
その利活用は飛躍的に発展し、
産業領域や社会インフラに大きな影響を与えている。
AIが社会問題解決や新たな価値創造の鍵になるとの期待は大きい。
それだけに、その実装に伴う問題の洗い出しは切迫した課題だ。
これらを解決し、AIを安全かつ有効に利活用できる
社会の実現が求められている。
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　Ⅰ．はじめに

　2020年 8月30日、日本経済新聞のサイエンス面に、
「SNS から内面見抜く」というタイトルの記事が掲載
された。同記事によれば、総務省傘下の情報通信研究

機構が、Twitter の情報から個人の IQ や性格、統合
失調症やうつ病のような精神状態、人生の満足度など
を見抜く実験に成功したという。個人データから Big 
5（開放性・誠実性・外向性・協調性・神経症傾向）
をあぶり出す心理プロファイリングの存在は、ケンブ
リッジ・アナリティカ事件に関する一連の報道や書籍

キーワード
思想の自由市場　プロファイリング　表現の自由　思想・良心の自由　アテンション・エコノミー

1

AIの利用によって、人間の心理的な特性であるBig 5（開放性・誠実性・外向性・協調性・神経症傾向）よりも
さらに詳細な精神状態を予測・分析できるようになっている。最近の実験では、Twitterの情報から、
個人のIQや性格、統合失調症やうつ病のような精神状態、人生の満足度まで見抜けるという。
プラットフォーム時代においては、人間の「アテンション（関心）」を引き、
これを交換財として取引するアテンション・エコノミーが重要なビジネスモデルになるといわれるが、
このモデルと、AIを用いた心理プロファイリングの相性はすこぶる良い。個人の精神状態を見抜ければ、
その者のアテンションを、長く、効果的に引くことができるからである。
本稿は、アテンション・エコノミーとAIとの組み合わせが、
憲法学が長く信じてきた「思想の自由市場」を、「思想の競争」から「刺激の競争」の場へと
変質させる可能性を示し、国家による思想市場の再設計の必要性を探る。

慶應義塾大学 法科大学院 教授

山本 龍彦 Tatsuhiko Yamamoto

 思想の自由市場の落日
─アテンション・エコノミー×AI─
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デルは、人間の精神の内奥に深入りするものであるた
めに、憲法19条が保障する思想・良心の自由の意義 5）、
さらには、憲法21条が保障する表現の自由の伝統的
解釈法理である「思想の自由市場」論の前提条件を大
きく揺さぶり、民主主義の在り方そのものを変える可
能性があるからである6）。本稿は、AI がアテンショ
ン・エコノミーの構造の中にどのように取り込まれ

4 4 4 4 4

、
いかにして思想の自由市場論の前提条件を揺さぶるこ
とになるのかを検討し、その憲法学上の課題を浮き彫
りにしようと試みるものである。

　Ⅱ．「アテンション・エコノミー×AI」と
  　     思想の自由市場

１．アテンション・エコノミーと AI の構造連関
　人のアテンションを取引する「アテンション仲買

（attention brokerage）」は古くから存在した。消費者
のアテンションを引き付け、これを広告主に販売する
というビジネスモデルは、1830年代に、ニューヨー
ク・サン紙などが採用し始めたという7）。その後に登
場した民間のラジオ・テレビ放送も、基本的にはこの
ビジネスモデルを維持してきた。しかし、Facebook
や Google など、このモデルに「ほぼ排他的（nearly 
exclusively）に依存している」8）プラットフォームの台
頭により、アテンション市場は急速に拡大してきてい
る。われわれは今や、アテンションの販売に依存した
ビジネス（アテンション産業）が、世界の市場で5,000
億ドルもの利益を生む世界に住んでいるのである9）。
われわれの生活基盤そのものが巨大な広告

4 4

プラット
フォームなのであり、われわれは常に広告と共に生き

4 4 4 4 4 4 4

ている
4 4 4

、というわけである。ある試算によれば、アメ
リカ人は、2016年に、広告付きコンテンツを消費す
るために4,370億時間を費やしているという10）。
　ウー（Tim Wu）によれば、現在では情報の受け手
の全ての時間が―かつては非商業的な時間であった
友人や家族と過ごす時間さえも―激しい奪い合い

によって既に知られていたが1）、AIを使って細かい精
神状態まで予測・分析する技術が日本でも available
な状態になったことは、長くプロファイリングの憲法
問題 2）を探究してきた筆者にとっても、それなりの衝
撃であった。
　AIを使ったこうした高度な心理プロファイリングは、
プラットフォーム時代の重要な経済モデルとされるア
テンション・エコノミーと、すこぶる相性が良い。アテ
ンション・エコノミーとは、インターネットの普及によ
る情報過多世界では、人々が払えるアテンション（関
心）や消費時間が情報量に対して稀少となるため、こ
れが交換財―「通貨（currency）」―として経済的
価値を持ち、流通するようになるという考えをいう3）。
魅惑的な無料コンテンツで利用者を引き付け、そこで
獲得した当該利用者の消費時間ないしアテンションを
広告主に販売するというプラットフォームのビジネス
モデルは、まさにこの考え方に合致したものである。
　こうした経済モデルの下では、個人の精神状態は
極めて重要な意味を持つ。個人の精神状態が把握で
きれば、その者のアテンションを、長く、効果的に
引くことができ、その消費時間を高く

4 4

広告主に売るこ
とができるからである。AI による心理プロファイリ
ングは、この収益サイクルを高度に合理化・効率化
できる。無論、これまでも広告主は、個人の「精神へ
のアクセス権（the access to the mind）」4）を求め、そ
の accessibility に金を払ってきたわけだが、今や広告
主は、AIによる心理プロファイリングを通じて、個
人の精神へのダイレクトな

4 4 4 4 4 4

アクセス権を「購入」でき
るようになってきた。またプラットフォームにとって
も、AIプロファイリングが、これまで不可侵領域と
されてきた「心」を開拓し、マネタイズする極めて有
用なツールとなることは多言を要しない。
　かように、AIとの相性の良さによって、アテンショ
ン・エコノミーはますますその影響力を増大させてい
くように思われるが、われわれは、このことが提起する
憲法問題に刮

かつ

目
もく

しないわけにはいかない。この経済モ
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の対象となっており、「われわれの毎時間、実際には
毎秒が、それを支配しようという商業的アクターの標
的になっている」11）。プラットフォームは、可能な限
り多くの時間、多くのアテンションを獲得するため、
データを駆使して、その利用者が「最も強く反応する
もの」を予測しているというわけである12）。
　こうしたアテンションを巡る競争に、AI が極めて
有用であることは論をまたない。まさに AI は、当該
利用者が「最も強く反応するもの」を高い精度で予測
することができるからである。周知のとおり、ウェブ
の閲覧履歴や「いいね」などの行動記録から、機械学
習を用いて利用者の趣味嗜

し

好
こう

、政治的信条、精神状態
などを自動予測する技術（プロファイリング）は、利
用者がクリックするであろう情報を選択的にフィード
し、そのアテンションを稼ぐために、既に、広く、利
用されている。
　冒頭で紹介したように、今後、統合失調症や幸福感
のような細かい精神状態まで AIで予測できるように
なれば、個人の認知過程に直接介入してアテンション
を強制的に「奪う（grab）」ことも可能になるだろう。
ケンブリッジ・アナリティカ社が、行動マイクロター
ゲティングの基礎にしていた「サイコグラフィック
ス」（行動心理学や社会心理学などの知見を動員して
構築された、性格のタイプ分析）を用いれば13）、それ
と同様のことは技術的に既に可能なのかもしれない。

　いずれにせよ、AI を用いたプロファイリングが、
アテンションを引き付ける、これ以上ないツールとな
ることは疑いようがない。AI がアテンション産業の
中に構造化されていくのは、時間の問題である。

２．思想の自由市場への影響
　では、この両者の組み合わせが、思想の自由市場の
成立条件にどのようなインパクトを与えるのだろう
か。
　思想の自由市場（論）とは、憲法が保障する表現の
自由（21条1項）の伝統的な解釈法理で、「真実の最良
のテストは、市場の競争の中で（in the competition of 
the market）それ自体を受け入れられるようになる思
想の力である」14）という考えである。20世紀前半に活
躍したアメリカ連邦最高裁判所判事オリバー・ウェ
ンデル・ホームズが、ある判決に付した反対意見か
ら、それは生まれた。「連邦最高裁は、長きにわたっ
て、修正1条〔表現の自由条項〕を、異なる見解と相争
う思想のぶつかり合い（clash）のための市場を保護す
るものと捉えてきた」15）という連邦最高裁自身の言葉
が示すように、アメリカで、そして日本でも、憲法学
において長く通説的な地位を占めてきた考えといって
差し支えないだろう。その含意は、虚偽表現や名誉棄
損的表現のような悪しき

4 4 4

言論は、それへの批判（対抗
言論）を通じて次第にその支持を失い、淘

とう

汰
た

されてい
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くものであり、国家が市場に介入してこれを直接規制
すべきではない、というものである。この解釈法理の
下、長く憲法学は、政府は思想間競争に立ち入らず、
思想の優劣の判定を市場に委ねるべきだ、と考えてき
た。
　アテンション・エコノミーの中に構造化された AI
は、大要、以下に挙げる三つの理由から、この自由放
任的な―市場に関してある種楽観的な―解釈法理
の成立条件を掘り崩すように思われる。
①フィルターバブル　アテンション・エコノミーに
おいて、AI は、利用者のアテンションを特定プラッ
トフォームに引き付けておくために、当該利用者を

「フィルターバブル」で包み込むことに一役買う。プ
ラットフォームは、AIを使って利用者の趣味嗜好や
精神状態を予測した上で、それらに適合しない情報を
フィルタリング（濾

ろ

過
か

）し、その者のアテンションを
引く情報―思わずクリックしたくなる情報―ばか
りを集めた「泡（バブル）」を作り出す。この泡は、利
用者に対して魅惑的で快適な空間を提供するが、他方
で、泡から排除された思想に利用者が触れることを困
難にする。
　先述のように、思想の自由市場は、相異なる複数の
思想がぶつかり合うこと、独立した個人がその衝突を
見て、思想間の優劣を主体的に判断できることを前提
とする。しかし、AIによって創出されるフィルター

バブルは、個人が多様な思想に触れ、自らの支持する
思想を他の思想と突き合わせて反省的に吟味する機会
を失わせる。パーソンズ（G. Michael Parsons）が指摘
するように、ここでは、「虚偽しか聞かない者にとっ
て、真実は存在しない」16）。虚偽を否定する良質な対抗
言論が存在しても、泡に包まれた者には届かないから
である。また、そのことで、虚偽言論は思想市場にお
いて淘汰されないばかりか、一部のサークルの中でか
えって増幅することもあり得る。これもまた、思想の
自由市場論が想定しなかった事態といえよう17）。
②システム１への砲撃　よく知られているように、人
間の思考モードには、直感的で処理速度の速いシステ
ム 1（自動システム）と、論理的・内省的で処理速度
の遅いシステム 2（熟慮システム）がある（二重過程理
論）18）。アテンション・エコノミーの世界では、シス
テム 1の思考モードを刺激して

4 4 4 4

個人の自動的な反応を
引き出し、当該個人を特定プラットフォームやアプリ
などにくぎ付けにしておくことが合理的である。多
くのソーシャルメディア系プラットフォームは、「ア

4

ディクションの
4 4 4 4 4 4 4

パターンを構築するために、心理的傾
向（psychological tendencies）を捕捉する…… 技術的
要素を採用している」19）（傍点筆者）とも指摘されるよ
うに、AI は、利用者の認知傾向を分析し、中毒状態
を作出するために利用される可能性がある。「機械学
習、データ・アナリティクス、習慣形成的デザイン
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（habit-forming design）が力を持ち始め、心理的な脆
ぜい

弱
じゃく

性につけ込んで（exploit）消費者の依存性を高める
ことが可能になっている」20）というわけである。
　先述したように、思想の自由市場は、思想間の優劣
―どちらの内容に、より説得力があるか―を独立
した個人が主体的に判断すること（システム 2の思考）
が前提とされているが、AI によってわれわれの「真
に自由な思考が強奪（rob）」され、思想内容について
個人が主体的に判断するという前提が、現実味のない
幻想にまでおちる可能性がある21）。またわれわれが、
このようなシステム 1への「砲撃（bombardment）」を
受け、「囚われの聴衆」と化すことで22）、思想内容の

4 4 4 4 4

良し悪しにかかわらず
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、システム 1の思考モードと
マッチするような刺激的で触発的（hair-trigger）な言
論が、広く市場に流通することにもなるだろう23）。こ
れがもたらすのは、思想の競争―どれだけ説得でき
るか―ではなく、刺激の競争―どれだけ刺激でき
るか―である。
　このことが思想の自由市場の成立条件に重要な影響
を与えることは、いかにも見やすい道理である24）。
③ディープフェイクの生成・拡散　AIは、これまで
述べてきた心理プロファイリングとはまた異なるかた
ちで、すなわち、ディープフェイク画像・動画・音声
の生成というかたちでも、思想の自由市場の成立条件
に影響を与え得る。周知のとおり、GAN（Generative 

Adversarial Networks. 敵対的生成ネットワーク）のよ
うな機械学習を使った素材加工は、これまでの稚拙な
コラージュ画像と比べて、偽物か本物かの区別がは
るかに難しい。否定的で真新しい情報（negative and 
novel information）は人間のアテンションをつかむ傾
向があり、また、こうした情報については他者と共有
したいという人間の認知傾向があるといわれる25）。こ
のことから、もともとフェイクニュースとアテンショ
ン・エコノミーとの相性は良く、フェイクニュースは
プラットフォーム時代に突入して以降、既によく拡散
していたのだが26）、ディープフェイクは、この問題状
況を一層深刻化させる可能性がある。
　その理由として第1に、AI によって巧妙に作られ
たディープフェイクは、真偽判定が非常に困難となる
ため、対抗言論による市場からの追放を強く期待で
きないということが挙げられる（思想の自由市場にお
いては、虚偽情報にはこれを否定する言論が対抗す
ることで、市場から退場していくことが予定されて
いた）。第2に、ディープフェイクが、人間の認知バ
イアスまで学習した AI によって作成され、かつ、そ
れが―ケンブリッジ・アナリティカ社が行ったとさ
れるように―心理プロファイリングでフェイクに騙

だま

されやすいと予測された者に選択的に送られた場合
（マイクロターゲティング）、受け手の意思形成過程は
「ハック」され、それがために、対抗言論を通じての
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排除可能性がさらに低くなることが挙げられる。
　仮に、市場がうまく機能せず、ディープフェイクが
市場に蔓

まん

延
えん

した場合、われわれは思想の真偽を判断す
る基準を失い、真実を述べようとする正直者がばかを
見る世界、嘘

うそ

つきが得をする世界（「嘘つきの分け前
（liar’s dividend）」）が到来し得る27）。嘘か真

まこと

か分からぬ
世界になれば、嘘つきは―かの国の大統領がよくそ
うするように―対抗言論に対して「それはフェイク
だ」と言えばよい。もはや「反論」の必要すらなくな
る。このとき、思想市場は、思想内容の競争の場では
なく、「フェイクだ」という叫びを交換するだけの場と
なり、その叫びが聴衆のアテンションを最も引き付け
た者が勝者となるだろう。
　このように、AI が生成するディープフェイクによっ
ても、思想の自由市場の成立条件は傷つけられること
になる。
④フェイク群衆　AI との直接の関係はないかもしれ
ないが、いわゆるボットによって作り出される「フェ
イク群衆（fake crowds）」28）も、思想の自由市場の前提
を傷つける。思想の自由市場論においては、終局的
に、より多くの受け手に受容された思想が競争に勝利
したものと見なされる。受け手の独立した評価・判断
の総和が、市場における思想の勝敗基準と考えられ
ていたのである。しかし、ボットが作り出す「フェイ
ク群衆」が、市場における重要な「アクター」となる

と、かかる勝敗基準が、 AIを含む技術利用の多寡や
巧妙さ、あるいはそれを経済的に根拠付ける資金力の
豊かさ―多数に支持されているという印象を与える
ため、どれだけ巨大な「フェイク群衆」を捏

ねつ

造
ぞう

できた
か―に取って代えられることになる。それにより、
思想内容の競争を経ていない、いわば対抗言論による
テストを受けていない言論が、多数に支持されている
かのように
4 4 4 4 4

見えるという理由で、市場における勝者と
なってしまうわけだ。これも、思想の自由市場の前提
を覆し得る。

　Ⅲ．思想の自由市場という「作為」

　以上見てきたように、アテンション・エコノミー
と結び付いた AI の利用は、憲法学が長く信頼を置い
てきた思想の自由市場（論）―国家が介入しなくと

4 4 4 4 4 4 4 4 4

も
4

、悪い思想は競争によって淘汰され、良い思想が勝
利する―の成立条件を突き崩す可能性がある。もち
ろん、思想の自由市場が、これまで完全なかたちで
実現してきたわけではない。けれども、〈システム 1〉
に直接訴えるような刺激的で触発的な言論やフェイク
ニュースは、ジャーナリズム倫理や専門規範を一応共
有した報道機関（メディア）によって思想市場への流
入を制限されていたため、思想内容の当否を〈システ
ム 2〉により判断する公的議論（public debate）の空間
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と、〈システム 1〉が支配するような私的な
4 4 4

「おしゃべ
り」空間とが区別されていた。それにより、聴衆の精
神は、アテンションを得るべく放たれた「砲撃」の嵐
から保護されていたといえる。
　しかし、現在、プラットフォームの台頭に伴うアテ
ンション・エコノミーの興隆によって、そして何よ
り、それが AI と結び付いたことによって、聴衆の精
神は丸裸の状態で「砲撃」に直接さらされ、思想市場
は思想内容の競争から刺激の競争へ、すなわち「思想
の市場」は「刺激の市場」へと転化しつつある29）。か
ような市場の機能不全にもかかわらず、これまでと
同様、市場に対する自由放任主義（レッセフェール）
を貫き、国家による市場への不介入を美徳とするなら
ば、この市場は、大量のデータを保有し、高度な AI
技術を装備できる技術力と資金力を持つ者が、個々の
利用者の認知過程を狙ってそのアテンションを奪い合
う chaotic な場と化し、民主主義それ自体が危険にさ
らされるだろう。
　こうした状況を受け、あの

4 4

アメリカでも、自由放
任主義を修正すべきだとする見解が有力になってい
る30）。例えば、ウーは、「〔国家の〕憲法上の義務に関
する認識は、アメリカにおいてあまり一般的ではない
が、最高裁は、公民権の時代以降、法執行機関が、発
話者を沈黙させようという私人の企てから発話者を保
護する義務を有していることを承認してきた」31）と述
べ、公的議論の質を維持するための積極的な国家介入
を主張している。また、現状の市場の機能不全を踏ま
えて、「アテンション」を鍵概念に思想市場の再構築
を主張するパーソンズも、「公的議論を方向付けるの
は、何を〔どのようなコンテンツを〕消費し、お勧め
し、共有するかに関するわれわれの個人的で独立した
決定」なのであって、「思想間の競争を促進し、この
真正のアテンション選択〔何にアテンションを向ける
のかに関する独立した自己決定〕を、公的および

4 4 4

私的
濫用から防護することは、建国者たちが最も本質的で

不可譲の権利であると信じた思想・良心の自由を保護
することになる」32）とし、それがために国家は何をす

4 4 4

べきか
4 4 4

を問うことが重要であると説いている。
　日本でも、憲法およびメディア法を専攻する水谷
瑛嗣郎が、機械学習を内在させた「情報資本主義」に
よって、「思想の自由市場の機能が実現するはずだっ
た民主政治の公共的利益や、個々のユーザーの権利

（特に情報受領権）が脅かされる」33）可能性を摘示し、
「表現環境全体を見通したマクロなアプローチ」の必
要性と、「政府の積極的関与の必要性」を強調してい
ることが注目される34）。
　確かに、アテンション・エコノミーとAIとの良縁
が、人間の精神につけ込んでアテンションを奪い合
う、混

こん

沌
とん

とした言論状況を生み、そのことが思想の自
由市場の前提を掘り崩す可能性は否定できない。だと
すれば、国家は思想市場に極力介入すべきでないとす
る自由放任主義は、早々に見直される必要があるだ
ろう。経済市場については、「公正且つ自由な競争を
促進」するための国家介入は、既に、認められている

（独占禁止法1条参照）。オルドー・リベラリズムを背
景に、営業の自由とは、すなわち、国家による競争条
件の整備があってはじめて実現される、国家による

4 4 4

自
由だと考える学説 35）も一定の影響力を持って存在して
きた。理論的にはさらに突き詰めた検討を要するが、
今や経済市場だけでなく思想市場にもそれに似た考え
方が必要であろう。思想市場に対する国家の不介入は
決して美徳ではなく、思想内容の公正かつ自由な

4 4 4 4 4 4 4

競争
を実現するための国家の適切な関与は、憲法の要請す
る国家の責務であるとさえいい得る。
　われわれはノーベル経済学賞を受けたロナルド・コー
ス（Ronald H. Coase）がかつて放った以下の皮肉を、
真
しん

摯
し

に受け止めねばならない時期に来ているのである。
　「言論の自由は、自由放任が未だに尊重されている
唯一の領域である」36）。
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競争競争

競争

国家

健全性の維持のための条件整備

プラットフォーム

＝

思想のサブ市場
（アルゴリズム的メタ思想）

PF

プラットフォーム

＝

思想のサブ市場
（アルゴリズム的メタ思想）

PF
プラットフォーム

＝

思想のサブ市場
（アルゴリズム的メタ思想）

PF

思想のメタ市場

　Ⅳ．終わりに

　以上、本稿は、アテンション・エコノミーの中に組
み込まれた AI が、いかにして思想の自由市場の成立
条件を掘り崩すのかを検討し、国家が積極的にこの市
場を再構築していく必要を説いてきた。残された課題
は、それはどのようにしてか

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、であろう。
　国家の関与は「検閲」リスクと背中合わせであり、
当然のことながら、かかる関与の在り方は慎重に検討
されねばならない。その具体的構想は他日を期すより
ほかないが、例えば、その在り方は、思想内容の自由

4 4

な
4

競争がより重視される「通常時」と、思想内容の公
4

正な
4 4

競争がより重視される「選挙時」（国民投票時を
含む）で異なるのかもしれない。そして、前者につい
ては、利用者の自発的な選択を保護するために、国家
は、思想の「サブ市場」としてのプラットフォーム 37）

の多元性（プラットフォーム間の競争可能性）を維持

した上で、プラットフォームが自らのサブ市場の健
全性をいかにして維持するかのコミットメント（＝プ
ラットフォームのアルゴリズムに溶け込んだ「メタ思
想」）を透明化し、説明責任を果たすためのインセン
ティブを設計する責務を負っていると解される。そこ
では、思想のサブ市場の健全性を維持する責任がプ
ラットフォーム自身に、サブ市場とサブ市場との競争

（メタ思想間の競争）を促進し、思想のメタ市場の健全
性を維持する責任が国家に配分されるという、多元的
アプローチが考えられる。
　プラットフォームは、自らのサブ市場の健全性を維
持するために、フェイクニュースの自動検知システム
など、AIを―利用者の認知過程を侵害する目的で
はなく、これを保護する目的で、また、サブ市場内
における思想内容

4 4

の競争を促進する目的で―積極的
4 4 4

に
4

利用することもあり得よう。ヤフーニュースでは、
2018年以降、「建設的な議論の場をつくる」という目
的で、ヤフーコメント（いわゆるヤフコメ）の表示を、

図表　「通常時」の多元的な思想市場

11Vol.44 2020 Winter



特 集 論 文
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山本 龍彦　
慶應義塾大学 法科大学院 教授／同
大学グローバルリサーチインスティ
テュート（KGRI) 副所長／朝日新聞
パブリックエディター
1999年慶應義塾大学法学部法律学
科卒業。2005年同大学院法学研究
科博士課程単位取得退学。2007年
博士（法学・慶應義塾大学）。
現 在、（ 一 財 ）情 報 法 制 研 究 所

（JILIS)参与（18年〜）、総務省「AI
ネットワーク社会推進会議（AIガバ
ナンス検討会）」構成員、総務省・
経済産業省「情報信託機能の認定ス
キームの在り方に関する検討会」委
員、消費者庁「消費者契約に関する
検討会」委員、内閣官房テックチー
ム「接触確認アプリに関する有識者
検討会合」委員、内閣官房新型コロ
ナウイルス 感染症対策分科会「 偏
見・ 差別とプライバシ ー に関する
ワーキンググループ」委員などを務
める。
主な著書として、『憲法学のゆくえ』

（日本評論社〔共編著〕、2016年）、
『プライバシーの権利を考える』（信
山社、2017年）、『おそろしいビッ
グデータ』（朝日新聞出版、2017
年）、『ＡＩと憲法』（日本経済新聞出
版〔編者〕、2018年）などがある。

投稿コメントが「建設的か否か」などを基準にAIで自
動的に順位付けしているが38）、透明性と競争性が維持
される限りで（国家はそれらを担保せねばならないの
だが）、プラットフォームが、自らの定義する実体的
価値（「メタ思想」）をアルゴリズムに溶け込ませ、そ
のサブ市場を積極的に形成することも考えられる（利
用者は、サブ市場内の競争基準である「メタ思想」を
見てどの

4 4

サブ市場に信頼を置くかを決定することにな
る。複数のサブ市場が自由かつ公正に競争する次元が

「メタ市場」である）。
　選挙時については、選挙人としての利用者は、政党
の政策や立候補者に関する情報を「自由かつ均等に

4 4 4

取
得」（傍点筆者）する権利と責務を有し39）、選挙権行使
に当たっては、「市民としての個人的な政治的思想、
見解、判断等に基づいて自主的に

4 4 4 4

決定すべき」（傍点
筆者）であるから40）、思想市場を一元的に捉えた上で、
思想のより公正な

4 4 4 4 4

競争 41）を確保するための規制が必要
と考えられる。例えば、公職選挙法上の戸別訪問禁止
とのアナロジーで、マイクロターゲティングの規制が
あり得る。戸別訪問禁止とは、立候補者が、選挙人宅
を個々に

4 4 4

訪問して投票を依頼することを禁ずるもので
あるが、それは、戸別訪問が、選挙人の生活の平穏を
害すること、候補者は多額の出費を余儀なくされるこ
と、投票が情実に流されやすくなることなどを理由と
している42）。心理プロファイリングを用いたマイクロ
ターゲティングにも、同様の弊害―システム 1が刺
激されることで、投票が「情実」に流されやすくなる
ことなど―があるとすれば、戸別訪問と同様、これ
を規制すべきだということになるかもしれない43）。ま
た、選挙人が候補者等に関する情報を「均等に」取得
し、投票に関して独立した決定ができるようにするた
め、選挙期間中、プラットフォームに、多様な見解を
バランス良くフィードするよう義務付けることも考え
られる（例えば、political balancing algorithms, PBA44）

の実装義務）。
　もちろん、これらは試論の枠を超えるものではな

い。今後、このような国家関与の在り方を巡る議論
が、思想市場に AI 利用が与える影響評価（impact 
assessment）を実証的に行いつつ、積極的に展開され
ることが強く期待されよう。
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キーワード
Society 5.0　近代的統治システム　統治システム改革　共同規制　新しい制裁制度

サイバー空間と物理空間を融合させることで社会課題の解決を目指すという、
いわゆるSociety 5.0の実現に当たって求められる既存の統治システム改革について、
法治主義や法の支配といった近代的統治システムとの関係性を踏まえて論じた。
具体的には、経済産業省『GOVERNANCE INNOVATION』報告書において示された
統治構造イノベーションの在り方を踏まえ、共同規制と実効的な制裁制度の実装が、
企業を民主主義の新たなハブへと変化させ、正当かつ正統な技術的権力統制を可能にすると指摘する。

京都大学 大学院 法学研究科 准教授

稲谷 龍彦 Tatsuhiko Inatani

統治システムの近未来を
考えてみる：
Governance Innovation and Beyond

　はじめに

　近時、内閣府の科学技術政策において、物理空間と
サイバー空間を融合させることで、経済発展と社会
的課題の解決を両立するという、いわゆる Society 5.0
の実現が重視されている1）。もっとも、人々がより幸
福を享受できるように Society 5.0を実現するためには

（「Society 5.0による人間中心の社会」）、比較的環境が
安定した物理的世界を前提として構築されてきた、従
来型の統治システムそのものについてもイノベーショ
ンが必要であるという認識が広がりつつある2）。本稿
は、実現が目指されつつある統治システムのイノベー
ションについて、近代的な統治システムの指導原理と
されてきた「法治主義」や「法の支配」といった概念と
の関係性という観点から試論し、現在起きつつある統

2
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治システムの「質的変化」について試論するものであ
る。もっとも、筆者の専門（刑事法）との関係で、そ
の議論に一定の偏りが生じていることについては、あ
らかじめお断りしておく。

　1.  法治主義と法の支配 :
　　  近代的統治システムの指導理念

（1）法治主義
　近代的な統治システムの一つの理想の形は、法治主
義であった。そこでは、被統治者から委託を受けて権
力を独占した強力な統治者が、社会の平和と安定の実
現に向けてその権力を行使するという、垂直的で非対
称的な権力関係を前提として、統治者による濫用的な
権力の行使を抑制するために、法律によって権力行使
の範囲が画定されなければならないとされてきた3）。
例えば、筆者の専門とする刑事法の場合、法治主義原
理は、犯罪と刑罰とをあらかじめ法律で定めなければ
ならないという、罪刑法定主義 4）として現れることに
なる。
　もっとも、この法治主義に基礎付けられた近代的統
治システムが機能するためには、幾つかの前提条件が
満たされる必要があるように思われる。第一に、法律
を、全てをとまでは言わないまでも、相当程度の事象
を予見し、考慮に入れて制定できるということであ
る。これは、あらかじめ法律で権力が作動する範囲を
合理的に定めようとすれば、必然的に要求される事
柄である。実際、近代刑法の父ベッカリーアによる、

「社会契約によって統合された社会全体を代表する5）」
立法者によってのみ、「人々のあいだにあまねく利益
をゆきわたらせる6）」法律を定めることができるとい

う言説は、立法者という一種の超越的な存在者によっ
て、社会の望ましいありようを設計できるという認識
に支えられている。
　第二に、法が対象とする人々の間にある程度の同質
性が認められる必要がある。社会契約を通じて全ての
人々を統合するという発想に支えられた法治国家にお
ける法は、一般性をその特質としているからである7）。
　第三に、人々の生のありように影響を与える権力作
用が国家によって独占され、国家が垂直的で非対称的
な地位を有している必要がある。人々のありようを国
家のみが左右する力を独占するからこそ、法に従って
国家権力の行使がなされることにより、人々の幸福が
実現されるからである。
　法治主義に基づく統治システムが合理的に作動する
ための必要条件を幾つか書き出すことにより、法治主
義が機能する社会の状態も明らかとなる。それは静態
的で、かつ価値観がおおむね共有された均質な人々に
よって構成される社会である。社会状態が動態的であ
り、どのような事象が生起するか予見が難しい社会に
おいては、あらかじめ国家権力の作動範囲を画するこ
ともまた困難にならざるを得ないため、厳格な法治主
義を貫くことも困難となる。このことは、立法に多大
な社会的費用を要する現代国家においては、とりわけ
深刻な問題となる。また、価値観が共有されておら
ず、人々の均質性が乏しい社会においては、普遍的に
通用し得る一般的な法が全ての人に幸福をもたらすわ
けではないことも問題となる。例えば、契約自由の原
則を現代社会において形式的に貫くことは、情報処理
能力や交渉能力に制約のある、一般の消費者や労働者
の幸福をかえって引き下げることになるだろう。
　それ故、動態的・流動的で、人々の価値観や生のあ
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りようが多様化した現代社会の状況を前提とする限
り、法治主義を厳格に貫くことは難しいと言わざるを
得ない。もっとも、こうした問題意識は、わが国にお
いては既に共有されており、改めて取り上げる意味に
乏しいかもしれない。「法治主義」ではなく「法の支
配」を統治理念に据え、行政主体の緻密な事前規制シ
ステムではなく、司法を通じた事後的な調整システム
への転換を主張した、いわゆる行政改革・司法制度改
革は、法治主義に理念化された、垂直的な権力作用を
前提とする統治システムの行き詰まりを背景になされ
てきた8）からである。そこで次に、近代的統治システ
ムのもう一つの理念形である、法の支配について見て
みよう。

（2）法の支配
　法の支配という概念をいかに理解するべきかという
問題は、それ自体激しい論争の対象となってきた9）。
とはいえ、今ここでその論争に深く立ち入ることは適
当ではない。そこで、法の支配に対置される「人の支
配」や「力の支配」との対比を通じて、また法治主義
との対置を通じて、ひとまずこの概念のおおよその共
通理解を描き出そう。
　法の支配と対置される人の支配とは、恣

し

意
い

的・濫用
的な権力行使を通じた統治のことを指す。このとき法
の支配は、しばしば君主に表象される統治者をも法の
下に置くことによって、統治作用を合理的で一貫した
ものとしようという企てとして理解される。また、法
の支配と対置される力の支配とは、さまざまな意味で
の実力によって人々を服従させる統治を意味する。こ
れと対照するとき、法の支配とは、力ではなく理

ことわり

を通
じて人々を統べようという理念として理解されるだろ

う。まとめると、法の支配とは、理に基づいて一貫し
た統治のことを一般に指すと思われる10）。
　このように表現すると、法の支配と法治主義との違
いは見いだしにくいかもしれない。どちらも恣意的で
濫用的な権力行使を防ぐための法原理という点では共
通するからである。そこで、ベッカリーアと同時代
に、ベッカリーアと同様に経済学者としても法学者と
しても活躍したアダム・スミスの法について取り上
げ、この点を明確化しよう。スミスにおける統治や法
は、ベッカリーアのそれとは二つの点で大きく異な
る。第一に、スミスは社会契約に対して懐疑的であ
る。法は、超越的な主権者の設計によってもたらされ
るのではなく、商人の商取引に代表される市民間の相
互作用を通じて立ち現れる11）。第二に、スミスは判例
法に好意的である。ベッカリーアが制定法を重視し、
判事の法解釈を敵視した12）のに対し、市民間の相互作
用を成立させる基礎となる「公平な観察者」を重視す
るスミスは、個別具体的な紛争を裁定する判事こそが
法の担い手となるべきだと考えていたからである13）。
つまり、法治主義と法の支配とでは、その法秩序観が
全く異なる14）。法の支配においては、事前の設計では
なく、市民間の相互作用の試行錯誤的な調整こそが重
要な意味を持つことになる。そのため、法を見いだす
ためのプロセス、とりわけ裁判手続こそが法の支配に
おいて重視されることになる。適正手続という、手続
的な法原理が法の支配の核心に位置するのは、正に法
の支配の法秩序観の故である15）。
　試行錯誤的に統治の理を見いだすという法の支配の
方法論は、複雑化する現代社会の要請に、少なくとも
厳格な法治主義よりもかなったものといえる。理に基
づく一貫性に配慮しつつも、問題状況に応じて柔軟に
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法の姿を変えるという戦略は、社会が動態化・流動化
し、事前規制が陳腐化しやすい状況により適合的であ
る。また、市民同士の自発的な相互作用を重視すると
いう発想は、戦後日本国憲法の指導理念となった個人
主義に根差した基本的人権の尊重原理とも調和しやす
い考え方であったと思われる16）。
　しかし、法の支配のアキレス腱もまた、この事後調
整という戦略に内在している。まず、事後調整を行う
裁判所の制度的能力という問題がある。個別具体的な
紛争の解決を通じて法を発見するためには、個別具体
的な紛争の適切な解決を司法がもたらせることが条件
となる。さらにその前提条件として、そもそも司法に
おいて救済を求める十分な能力を潜在的な訴訟当事者
が備えていなければならない。しかし、当事者の訴訟
活動を通じてしか情報を入手できない裁判所の情報収
集能力は、政治部門と比べて、制度的により大きく制
約されている。また、訴訟が専門知を必要とする現代
社会において、法以外の専門性を基本的に有しない裁
判官が、限られた時間内で行う判断に問題が生じ得る
ことも容易に予見される17）。加えて、社会的権力関係
が遍在し、潜在的訴訟当事者が司法的救済にアクセス
することが容易でないことも予想される。もちろん、
こうした問題は司法制度改革においても認識されてお
り、法曹のバックグラウンドの多様化や増員、ADR

（裁判外紛争解決手続）の充実といった政策が志向さ
れてきた。その成否の評価はひとまず置くとしても、
Society 5.0において統治システムが直面しようとして
いる問題は、近代国家の前提そのものに関わる、これ
まで以上に、より根源的で悩み深いものになりつつあ
ると思われる。そこで次に、Society 5.0が近代的統治
システムにもたらす課題について考えてみよう。

　2.  Society 5.0が問いかけるもの

（1）国家主権の二つの限界
　法治主義も法の支配も、一つの暗黙の前提を共有し
ている。それは、国家権力が「強い」ことである。国
家権力が強力であるからこそ、その権限濫用の「抑
止」や市民の権利の「保護」が法の重要なテーマとさ
れてきたのである。しかし、Society 5.0が実現する社
会は、この暗黙の前提を二重に揺るがす可能性があ
る。第一に、情報技術の発展速度や、情報技術と物理
空間との融合形態の潜在的多様性に鑑みると、統治
しようとする国家と統治される企業をはじめとする
Society 5.0の担い手との間の情報のギャップは拡大し
ていくことが予想される。このことは、行政機関によ
る精緻な事前規制や、裁判所による判断を通じた事後
調整のいずれもが、的外れなものとなったり、陳腐化
しやすくなったりすることを意味している。つまり、
国家は、情報技術の急速な発展により急激に変化する
社会に適合しながら自力で統治できるほどには、もは
や強くない18）。第二に、サイバー空間と物理空間が融
合し、ローカルとグローバルの垣根が消失していくこ
とは、領土を物理的限界とする国家主権の射程から、
情報技術を通じて社会を形成する力を持った主体が逃
れていくことを意味する。既にグローバル化する企業
犯罪の文脈では常態化していることであるが、グロー
バル企業が事件を引き起こしたとしても、その事件の
証拠が世界中に拡散している（させられている）場合
には、通常の調査・捜査手続によって法執行すること
が困難なのである19）。つまり、国家は、自身の法を自
力で執行できるほどには、もはや強くないのである。
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もちろん、国家は、依然として自国の主権が及ぶ範囲
内に暮らす市民に対しては、不均衡に強い力を維持
し、その紛争を未然に防いだり、調停したりする能力
を有している。しかし、IoT の普及が進み、多くの事
件が情報技術と関係し、あるいはローカルな主体のみ
で完結しなくなる時が到来しても、そのような能力を
維持できるかについては、不透明なままである20）。こ
れは、法治国家にしろ、法の支配にしろ、近代的な統
治システムが予定していない事態であろう。

（2）リスクと不確実性の常態化
　もっとも、読者の中には、サイバー空間の広がりに
よってもたらされる国家権力の相対的な弱まりが市民
の自由の拡大につながると好意的に結論付ける方もい
るかもしれない。しかし、AI 技術に革新をもたらし
た深層学習技術が、完全には統制不能なリスクや、予
期することすら困難な不確実性と隣り合わせであるこ
とは留意されるべきである。　
　既によく知られているように、深層学習を用いた
AIはデータや経験を基に学習し、高い精度で情報処
理を行う。しかし、その挙動は必然的に確率的・統計
的なものであり、いかにその蓋

がい

然
ぜん

性が低いとはいえど
も、必然的に誤作動を生じるものである21）。また、その
認識作用も人とは全く異なるものであり、われわれに
とっては不可解な挙動を生じることも知られている22）。
その上、とりわけ複数の AI が協調（競合）して作用し
た場合には、予測不可能な結果がもたらされ得ること
も指摘されている23）。つまり、国家主権の相対的な弱
まりによって生じる間

かん

隙
げき

には、無視できない危険が潜
んでいる。
　かといって、国家主権がこれまでのような形でこの

問題に取り組み続けることには、本質的な限界もあ
る。従来の法規制の考え方においては、基本的に害
悪の発生自体が問題視され、害悪を発生させ得る主
体に結果「回避」義務を課すという戦略を取ってきた

（ハザード・ベース規制）。しかし、この規制をそのま
ま続けることは、AIの挙動が確率的・統計的であり、
害悪の発生を回避できない以上、イノベーションを阻
害するような過剰規制につながる可能性がある。また
その反対に、リスクや不確実性が常態化することが予
見されるにもかかわらず有効な規制が行われないとす
れば、過少規制によって、人々の安全に関心を払わな
い「悪貨」が「良貨」を市場原理によって駆逐しかねな
い24）。近代的統治システムが生まれた頃には存在しな
かった「確率」という事象の出現により25）、Society 5.0
においては、従来の主要な規制手法も再考を迫られる
ことになるのである。

（3）技術的権力の増大
　「技術的権力」と呼ぶべき現象の増大が、Society 
5.0における統治システムの困難を深刻化させる。
Society 5.0においては、広い意味での「アーキテク
チャ」26）が人の行動を、それとは知られないままに誘
導・規制することが常態化していくことが予想され
る。例えば、われわれはもはや、いわゆるプラット
フォーム企業の生み出す情報流通システムの利便を受
けることなく生活することが困難になりつつある。し
かしそのことは同時に、われわれの趣味や嗜

し

好
こう

が知ら
ず知らずのうちに一定の方向に誘導・形成され、ある
種の思考様式を持った主体として産出される可能性を
示している27）。あるいは、複雑に自動化されたシステ
ムによって、しばしば人の認知システムに限界を生
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特 集 論 文

じ、大きな事故が生じてきたにもかかわらず、分かり
やすい過ちを犯した人のみが非難され、問題のあるシ
ステムは温存されるという、Moral crumple zone28）と
いう問題領域の存在は、自動運転車に代表される高度
に自律的な機械と人との協調動作において、それと気
づかないままシステムのために人を犠牲にする危険性
を示している。少なくとも確実に言えることは、かつ
てわれわれの生のありように大きな影響を及ぼしてき
た国家権力や社会的権力と同様の力が、今日の先端科
学技術に宿っているということである29）。統治システ
ムが、その構成員たる市民の幸福や安全を実現するた
めに法を用いるのであれば、法の射程は今やこうした
技術的権力の統制自体に向けられる必要がある。それ
は、法治主義と法の支配のいずれにおいても、秩序形
成者として正面から認識されていなかった主体の統治
作用を、統治理論が視野に収める必要があることを意
味している。

（4）「人間」概念の流動化
　技術的権力作用に対抗するために、人権を手掛かり
にするというアイデアもあり得るかもしれない。しか
し、このアイデアを文字通りに実行することは困難で
ある。というのも、肝心の守るべき「人間」という概
念自体が、深刻な危機にさらされているからだ。自
由意志を持った自律的主体としての「人間」という存
在は、多分に歴史的・偶然的なものであり、ポスト・
ヒューマニズムという言葉が示すように、崩壊しつつ
ある30）。しかも、人という種自体が、多様な種─腸
内生物から犬のような伴侶種、さらにロボットまで
─との交わりの中で構成される存在であり、確固た
る外縁を持つわけでもない31）。その上、自由意志や主

体性といった「人間」概念の中核部分も、近時の脳神
経科学や認知科学の発展により、相当に動揺してい
る32）。従って、人権を手掛かりに技術的権力から「人
間」を守るのだと言ってみたところで、状況はほとん
ど改善しない。むしろ、キリスト教徒の若い白人男性
を暗黙のうちに標準とする、一部の特権的な人間観を
温存・増強するのが関の山だろう33）。われわれは本質
化された「人間」によらない統治の指針を見いださざ
るを得ず、それは近代的な人間観の上に築かれた、法
治主義にも法の支配にも困難な仕事である。

　3.  新しい統治のありようを求めて :
        Governance Innovation

（1）共同規制戦略とその課題
　このように問題点を整理すると、大変に暗い気持ち
になるかもしれない。常態化するリスクと不確実性に
安全を脅かされ、技術的権力に主体や生のありようを
構成され、それらを統制すべき根拠も動揺し、その上
国家からも統制力が失われつつある。なるほど、一見
出口がない。
　しかし、次のように言うこともできる。イノベー
ションとダイナミズムに満ちた創造的な世界におい
て、われわれの主体や生のありようを構成する技術を
手にし、その統制の根拠はわれわれ自身の手に委ねら
れており、国家に過度に依存することなく統制を実現
することが可能な世界である。問題は、このような状
態にどのようにしてもっていくか、という点にある。
　一つの答えは、共同規制という戦略である34）。ここ
での共同規制とは、規制主体が被規制対象とともに、
規制を具体化していく手法を広く意味している。この
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共同規制という戦略は、福祉国家的事前規制戦略も、
新自由主義的事後調整戦略も共に行き詰まりを迎えた
90年代から00年代にかけてのアメリカ合州国におい
て理論化が図られてきた35）。この戦略が重視されたの
は、環境の変化が激しく、また、リスクと不確実性が
常態化する世界の中においては、さまざまな意味での
統治への「参加」こそが、有効な規制と規制の正統性
の双方を実現する上で不可欠だと認識されたからであ
る。すなわち、事前規制においても事後調整において
も問題となる公的機関の情報へのアクセスの制限とい
う問題は、規制を受けようとする側が積極的に情報を
提供することによって初めて解消される。また、どの
ような規制が望ましいかという問題も、規制を受けよ
うとする側が積極的に規制主体を説得することによっ
て明らかとされていくことになる。治者と被治者の同
一性を通じた権力作用の合理化は、しばしば民主主義
の利点の一つだと説かれるが、共同規制のメカニズム
はまさにこの民主主義の利点を生かすものだといえ
る。
　もっとも、このように言うと、二つの疑問が生じる
と思われる。一つは、それはこれまでの、例えば業界
団体の陳情に基づく規制の具体化とどのように違うの
か、というものである。もう一つは、このような規制手
法ではむしろ国家が企業に取り込まれることで、問題
を悪化させるのではないかというものである。一つ目
の問いに対する答えの半分はそのとおりというもので
ある。共同規制の理論化の過程では、むしろ業界団体
をも含み得る広い意味での公益代表者の役割が注目さ
れてきたという経緯が存在するからだ36）。しかし、サ
イバー空間とフィジカル空間の融合により、あらゆる
ものがリアルタイムに再編成可能となることを特徴と

する Society 5.0において、従来のような意味での業
界団体が維持できるかは明らかではない。また、後に
見るように、ここでの共同規制は業界団体による働き
かけの域に止まらないものを意味している。二つ目の
問いに対する答えは、そうならないようにするため
に、新しい制裁制度を準備する必要があるというもの
である。

（2）新しい制裁制度
　共同規制の理論化の先駆けともいえる応答的規制理
論においては、規制のピラミッドを構築することの重
要性が説かれている。規制主体側の信頼を裏切る行為
に対して制裁措置を段階的に取ることで、被規制対象
側の不誠実な行動を抑止しようというのである37）。こ
こで興味深いのは、企業に対する刑事制裁よりも、認
可取消や資格停止などの重い行政制裁の方が上に位置
付けられていることである。従来わが国においては、
刑罰は最も厳しい制裁として最終手段に位置付けられ
てきた。しかし、業種によっては行政制裁こそが死刑
宣告ともなり得る重さを有していることに鑑みると、
純粋な理論上の関心はともかく、制裁制度を法政策的
に妥当なものとして設計するためには、企業に対する
インセンティブという観点から規制のピラミッドのあ
りようを再考する必要があろうかと思われる。また、
実際に規制を機能させるという観点からも、情報収集
に関して専門的能力を通常有しない一般の行政機関
が、現実問題として最も重たい制裁を自力で発動する
ことは困難であろう38）。
　規制のピラミッドの構築に加えて重要なのは、企業
自らが情報提供を能動的かつ真

しん

摯
し

に行うためのイン
センティブ設計を行うことである。この問題に関し
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ては、グローバル企業による違法行為を取り締まる
ためのアメリカ合州国の DPA（Deferred Prosecution 
Agreement 訴追延期合意）と呼ばれる制度が興味深い
素材を提供してくれる。アメリカ合州国においては、
企業の犯罪行為に対する刑事責任の成立範囲が広く

（従業員の犯罪行為について、使用者責任という形で
厳格責任が問われる法制である）、かつ重罪について
企業が有罪判決を受けると、高額の罰金とともに、許
認可の義務的取消を含む極めて重い行政制裁が科され
ることになっている。DPA はこの極めて厳しい「ム
チ」を避けたいと願う企業に対して、捜査協力や企業
構造改革、被害補償などを行うことを条件に検察官が
訴追を延期するという「アメ」を用意することで、企
業自身に犯罪捜査・被害補償・問題解決を行わせよう
という制度である。公益通報者に対する報償金制度や
弁護士依頼者間秘匿特権、緩やかな解雇規制などに
よって側面から支えられたこの制度は、従来隠

いん

蔽
ぺい

され
ていたグローバル企業の違法行為を、主権の限界を超
えて公的に取り扱うことを可能にしたという意味で、
画期的なものであった39）。しかも、この制度におい
ては、企業の「更生」への努力が公的に発信されるた
め、企業の価値を長期的に維持するという観点からも
重要な役割を果たしているといえる40）。また、検察官
という第三者が行政規制に関与することにより、被規
制対象に規制主体が取り込まれるという問題も緩和さ
れ得ることが指摘されている41）。
　この両者を適切に組み合わせることにより、Society 
5.0における統治システムの鍵となる共同規制戦略を
実行的なものとすることができるだろう。すなわち、
製品やサービスの行政による認証段階で企業側からイ
ノベーションによる社会的便益やリスクによる社会的
費用についての説明を行わせ、事故が起きた際には自
ら情報提供と捜査協力を行わせることで、計算可能な
リスクが生じる社会的費用については企業に負担させ
るとともに、不確実性の発現に対しては企業と共に新
たな対応策を策定することを通じて、イノベーション

とリスクを適切にマネジメントする統治システムを起
動させるのである42）。

（3）近未来の企業活動と制裁 / 認証（Sanction）制度
     の関係
　共同規制戦略が実行的な制裁制度とともに実現した
場合、企業による製品・サービスの開発も従来とは異
なる意義を持ち得るように思われる。共同規制戦略に
おいて、実質的に規制の主導権を握るのが企業である
ことは明らかである。また、技術的な権力の脅威につ
いての市民の認識も進んでいくことが予想される。こ
のような状況下において、企業が自身の展開する製品
やサービスをサステイナブルなものとするためには、
企業がその製品やサービスを通じて実現しようとする
価値について、市民の理解を得られるように努めるこ
とが重要な意味を持つ。というのも、共同規制の枠組
みの中で、不誠実でアカウンタビリティーを果たそう
としない企業に対しては、市民の側からの圧力が高ま
ることが予想されるからである。つまり、ちょうど欧
州においてアメリカ合州国発のプラットフォーム企業
に対する法的規制を求める声が高まったように、市民
の信じる価値を経済原理のみに基づいて踏みにじろう
とする企業を民主主義社会は許さないからである。
　従って、「責任あるイノベーション 43）」や「技術の
道徳化 44）」という考え方に示されているように、製品
やサービスの社会的影響について、シナリオ分析等を
通じて企業が予期し、潜在的な使用者・受益者・被害
者となり得る市民と共にステークホルダー分析を行っ
て、人と技術の未来のありようについて議論する機会
を持ち、また、不確実性の発現に備えて対応できる体
制を整えることによって、民主主義の一種のハブとな
ることが、共同規制体制においてビジネスを持続的に
展開するために求められることになるだろう。と同時
に、このような企業の製品やサービスには、その技術
的権力に民主主義的正統性が付与されることによっ
て、独裁的な体制や市場原理主義によって生み出され
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る製品やサービスとは異なる付加価値が得られること
になるだろう。このとき、民主主義的価値を後方から
支えることになる実効的な制裁制度は、Sanctionのも
う一つの意味である公的な認証としての意味を帯びる
のである。
　このように、新しい制裁 / 認証制度によって Society 
5.0における新たな民主主義のハブとなる企業活動は、
同じ共同規制の主体とはいえ、かつての業界団体によ
る陳情とはその毛色を変えることになるのである。

　終わりに

　文化人類学的考察によれば、法はあらゆるものを結
び付ける可能性を有する45）。自然言語を通じてあらゆ
るものを結び付け、そのありようを定めるからこそ、
法は全ての人にとってこの世界にアクセスするための
重要な手段であった46）。かつて近代市民社会の出現に
応じて法がその姿を変えたように、サイバー空間やグ
ローバル市場、そして技術的権力という新たな事象に
対応して、あらゆる人々が世界の構成員として尊重さ
れるように統治作用を再構築するためには、法自身も
変わらなければならないだろう。そのとき、法治主義
や法の支配といった近代統治システムに代わり（ある
いは、それらと共に）、新たな統治システムも立ち上
がるのだ。

Tatsuhiko Inatani

稲谷 龍彦
京都大学 大学院 法学研究科 准教授
東京大学文学部卒。京都大学法科
大学院修了。専門は刑事法（刑事政
策）。グローバル化する企業犯罪お
よび先端科学技術に対応できる刑事
司法の在り方が主たる研究対象。
主著に『 刑事手続におけるプライ
バシー保護』（単著）、『アーキテク
チ ャ と法 』（ 共著 ）、『AIで変わる
法と社会』（共著）など。経済産業
省『GOVERNANCE INNOVA-
TION： Society 5.0の実現に向け
た法とアーキテクチャのリ・デザイ
ン』報告書起草に参加。

統合イノベーション戦略2020参照。

経済産業省『GOVERNANCE INNOVATION： Society 5 .0の実現に向けた法とアーキテクチャのリ・デザイン』
報告書参照。

法治主義とは、「すべての国家権力の行使が…法律に従って、あるいは法律の根拠に基づいて、なされなければ
ならない」という原則である。初宿正典『憲法2　基本権［第2版］』（成文堂　2001年）46- 47頁参照。

山口厚『刑法総論　［第3版］』（有斐閣　2016年）9-10頁参照。

チェーザレ・ベッカリーア著、小谷眞男訳『犯罪と刑罰』（東京大学出版会　2011年）16頁参照。

ベッカリーア・前掲注5）、8頁参照。

「社会そのものを代表する主権者は、その社会のメンバー全員を拘束するような、一般的な法律だけを作ること
ができる。」ベッカリーア・前掲注5）、 16 -17頁。

1）

2） 

3） 

4）

5）

6）

7） 

注
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行政改革会議最終報告書では、「自律的な個人を基礎としつつ、より自由かつ公正な社会を形成するにふさわし
い二十一世紀型行政システムへと転換する」ために、「国民の統治客体意識、行政への依存体質を背景に、行政
が国民生活の様々な分野に過剰に介入していなかったかに、根本的反省を加える必要がある」とされ、法の支配
の拡充に向けた司法改革が必要だとされている。行政改革最終報告書 https://www.kantei.go.jp/jp/gyokaku/
report-final/I.html参照。また、司法制度改革は、「社会の複雑・多様化、国際化等がより一層進展する中で、行
政改革を始めとする社会経済の構造改革を進め、明確なルールと自己責任原則に貫かれた事後監視・救済型社会
への転換を図り、自由かつ公正な社会を実現していく」ためになされている。平成14年3月19日閣議決定参照。 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/keikaku/020319keikaku.html

田中成明『法の支配と実践理性の制度化』（有斐閣　2018年）159 -69頁参照。

田中・前掲注9）、18-20頁参照。

クヌート・ホーコンセン著・永井義雄他訳『立法者の科学』（ミネルヴァ書房　2001年）101 -104頁および173 -76
頁参照。また、クリストファー・ベリー著・田中秀夫監訳『スコットランド啓蒙における商業社会の理念』（ミネ
ルヴァ書房　2017年）126 -30頁参照。

ベッカリーア・前掲注5）、18-21頁参照

ホーコンセン・前掲注11）、228 -29頁参照。

初宿・前掲注3）、46-47頁参照。

佐藤幸治『日本国憲法と「法の支配」』（有斐閣　2002年）66-67頁参照。

伊藤正己『法の支配』（有斐閣　1954年）2頁参照。

裁判所の制度的能力の限界については、稻谷龍彦『刑事手続におけるプライバシー保護─熟議による適正手続の
実現を目指して』（弘文堂　2017年）49-52頁参照。

『GOVERNANCE INNOVATION』前掲注2）、18-27頁参照。

稻谷龍彦「企業犯罪対応の現代的課題─DPA/NPAの近代刑事司法へのインパクト（一）」法学論叢180巻4号
（2017年）40頁、41頁参照。

既にダークウェブを利用した犯罪については、それが日本国内の情報端末を利用してなされたものであったとし
ても、摘発・処罰することが難しくなりつつある。これは現在の主権理論による限り、IoTがあまねく接続され
たSociety 5 .0においては、本質的にサイバーセキュリティを強化することが難しくなる可能性を示唆している。

松尾豊によれば、「統計モデルと機械学習はかなり近い」という。松尾豊「人工知能開発の最前線」法律時報91巻
4号（2019年）7頁、9頁。

「深層学習で学習された分類規則は人間が理解することが専門家でも困難であり、かつ学習過程自体も理解でき
ないというブラックボックス化が進んでしまった」中川裕志『裏側から視るAI 脅威・歴史・倫理』（近代科学社　
2019年）136頁。

中川・前掲注22）、84-85頁参照。

稻谷龍彦「人工知能搭載機器に関する新たな刑事法規制について」法律時報91巻4号（2019年）54-55頁参照。

確率や統計といった知の形成過程については、イアン・ハッキング著・石原英樹他訳『偶然を飼いならす─統計
学と第二次科学革命』（木鐸社　1999年）を参照。

「アーキテクチャ。本来、建築や建築物を意味するこの言葉は、いまや物理的な技術一般、物事を構成する枠組
みや構造一般のことを指すようになった。」松尾陽編『アーキテクチャと法─法学のアーキテクチュアルな転
回？』（弘文堂　2017年）i頁。

山本龍彦が「超個人化」と呼ぶ現象である。山本龍彦「個人化される環境─『超個人主義』の逆説 ?」　松尾陽編
『アーキテクチャと法─法学のアーキテクチュアルな転回？』（弘文堂　2017年）65頁以下参照。

See Madeleine Clare Elish, Moral Crumple Zones: Cautionary Tales in Human-Robot Interaction, 5 Engaging 
Science, Technology, And Society, 40 （2019）
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技術の権力性について、ピーター＝ポール・フェルベーク著・鈴木俊洋訳『技術の道徳化─事物の道徳性を理解
し設計する』（法政大学出版局　2015年）115- 54頁参照。

「ヨーロッパ中心主義を核心とし、帝国主義的な傾向を備えたヒューマニズムは、歴史的衰退のもとにある」ロー
ジ・ブライドッティ『ポスト・ヒューマン−新しい人文学に向けて』（フィルムアート社　2019年）31頁参照。
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キーワード
人工知能の倫理　プライバシー保護　公平性　説明可能性　安全性

人工知能の社会利用が進むにつれ、その社会応用における課題が明らかになってきた。
それに伴い、課題を解決するために、パーソナルデータの利用におけるプライバシーの保護や、
人工知能の公平性、説明可能性、安全性などの人工知能の倫理的側面が注目されている。
本稿においてはこれらのトピックの技術的研究動向について取り上げる。

理化学研究所 革新知能統合研究センター ユニットリーダー

荒井 ひろみ Hiromi Arai

倫理的なAI の実現に向けた
技術的進展と課題

　1.  はじめに

　人々の活動によって生成されるパーソナルデータを
はじめとするさまざまなデータが流通し、データから
学習し、得た知識を利用して自動処理を行う人工知能

（AI）の実用化が進んでいる。人工知能技術自体も情
報化による利用可能なデータの増加や深層学習をはじ
めとした手法の進展があり、画像認識や情報推薦など
さまざまなタスクを高精度に行うことが可能になって

きた。一方で、その影響や社会応用における課題が明
らかになってきた。
　大規模で高速な人工知能を用いた自動処理が脅威と
捉えられることがしばしばある。まずパーソナルデー
タがどのように利用されているのか、ユーザーのプラ
イバシーが侵害されているのではないか、という懸念
がある。また、数学者・データサイエンティストでも
あるキャシー・オニールは、アルゴリズム利用による
害悪を「数学破壊兵器 Weapons of Math Destruction」
とし、不透明性・規模拡大性・有害性の懸念を指摘し

3
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た［11］。例えば、犯罪予測モデルに基づく特定地域の
取り締まりの強化により、その地域での犯罪検挙率が
高くなり、結果としてそこがより犯罪頻発地域と見な
されるような悪循環が生じると考えられる。不透明性
については、人事などでの判断の根拠を提示する必要
がある場面において、ブラックボックスの AI に判断
させることが問題になる可能性が考えられる。また情
報プラットフォーム上における検索、記事配信、広
告において、 情報提供をパーソナライズするアルゴリ
ズムがフィルターバブル［13］として指摘されたように、
ユーザーの興味や意見の先鋭化に拍車をかけていると
いう懸念が提起されている。近年、フェイクニュース
の蔓

まん

延
えん

や、ディープフェイクなどの巧妙な虚偽の情報
の登場により、情報プラットフォーム上のデータの信
頼性の担保の必要性も高まっている。
　これらの状況を受けて、近年「倫理的なAI」への関
心、要請が高まっている。倫理的な AI の指針が学術
団体、政府機関などさまざまな機関から提言されて
いる。例えば IEEE ethically aligned design 1）や人工知
能学会倫理指針 2）、Ethics guidelines for trustworthy 
AI 3）、人間中心の AI 社会原則（内閣府）、AI 利活用
ガイドライン（総務省）、などである。また、Google、 
Microsoft などもホワイトペーパーの公表やサービス
における公平性の配慮などを行っている。これらの倫
理的なAIにおける重要な要素として、公平性、説明
可能性、信頼性、安全性などが挙げられている。
　倫理的なAIの実装についても研究開発が進んでお
り、学術分野では、国際学会 ACM が2018年より学
際的に Fairness、Accountability、Transparency を扱
う FAccT 4）を開催している。ここ数年、ICML などの
機械学習の主要会議などでも関連するワークショップ
が開かれており、関連論文も数多く出版されている。
　本稿では倫理的なAIの技術研究、特にプライバ
シー保護、公平性、説明性、安全性についての研究動
向を私見を交えつつ概観したい。

　2.  パーソナルデータ利用における
　     プライバシーリスク　

　現在、ユーザーのパーソナルデータを用いるAIが
多く実用化されているが、パーソナルデータの提供に
おいてプライバシー侵害についての懸念がある。本章
ではパーソナルデータの利用におけるプライバシーリ
スクの評価やリスク低減のための技術的研究、また、
ユーザーに対する情報提示方法を紹介する。
　AIを用いるサービスにおいて、ユーザーのパーソ
ナルデータを収集し、統計化や機械学習などにより
ユーザーに関する知識をデータから抽出し、例えば、
推薦アルゴリズムなどを用いたユーザーへの情報提供
や、評価関数を用いた査定やスコアリングなどのユー
ザーについての意思決定に利用する。
　パーソナルデータを利用する際に考えられるプライ
バシーリスクとして、まずパーソナルデータを加工し
て利用する際に元のデータを第三者から推定されるリ
スク（推定リスク）がある。推定リスクを評価するに
は、情報を推定するある能力（補助情報や計算能力）
を持つ攻撃者を仮定し、推定攻撃の成功確率を検証す
る。推定攻撃の例としては匿名化テーブルの突き合わ
せ［14］や、統計データや学習モデルからの元データの
推定がある。例えば、抗血栓薬ワーファリンの投与量
を算出するための線形回帰モデルからの学習データ提
供者の遺伝子型の推定［7］、API を通した学習モデルの
予測結果から元のモデルの推測［15］などがある。筆者
らもゲノム情報に基づく個人の疾病リスクから、その
計算に用いた個人ゲノムの情報が推測される可能性を
示した［3］。このようにパーソナルデータを陽に含まな
いよう加工したとしてもプライバシーリスクは存在す
る。特にゲノム情報は家系や体質などの機微情報と関
連し、かつ血縁者とも部分的に共有されるため、その
扱いには慎重を要する。
　推定リスクを低減するために、プライバシー保護技
術と呼ばれる技術群が研究されている。まず匿名化や
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差分プライバシーといった、データを加工し推定リス
クを低減させる技術がある。また、暗号を用いた秘密
計算によって入力データを秘匿したまま、統計などの
目的の演算を実行できる。このような技術の進展によ
り、プライバシーリスクの低減やデータの公開範囲の
限定が可能となっている。しかし、パーソナルデータ
を利用するに当たり、プライバシーリスクをゼロにす
ることは困難であり、また、プライバシーリスクと
データから得られる知識の精度やデータを扱うための
通信および計算のコストは、多くの場合トレードオフ
の関係になり、実用においては落としどころをうまく
設計する必要がある。
　プロファイリングにより、ユーザーが提供していな
い機微情報が推測されるリスクもある。機械学習など
を用い、元のデータには含まれない情報でも関連情報
を用いて予測が可能な場合があり、ユーザーが望まな
い機微情報の予測はプライバシー侵害の恐れがある。
このようなプロファイリングリスクについては、世の
中に存在する、そして将来的に存在し得る情報を用い
た予測可能性の検証は困難であり、データの利用目的
の限定などの措置での対応となると考えられる。　
　このように、パーソナルデータの利用においてはさ
まざまなリスクが想定され得ることもあり、ユーザー
にパーソナルデータの提供を求める際には、プライバ

シーポリシーなどを通してデータプラクティスに関し
て適切な情報提供を行うことが重要である。ユーザー
はその通知を読んでプライバシーリスクやデータの用
途などを確認すると想定されているが、実際にはプラ
イバシーポリシーが難解で長文であり、プライバシー
ポリシーが読まれない、正しく伝わらないなどして同
意が形骸化しているという問題も存在する。ユーザー
を支援するために、プライバシーポリシーの提示方法
や、理解の補助となるようなインターフェースのデザ
インなど、さまざまな方法が提案されている［1］。ユー
ザーへの情報提示や同意の在り方の課題については、
ISO/IEC29184においても触れられており、今後の動
向が注目される。

　3.  A Iは、公平な判断ができるのか

　データから学習したAIが不公平な意思決定や差別
的な振る舞いをすることが問題化している。実際に、
AI 採用システムが性差別的だとして利用が中止に
なった事例や、顔認証システムにおいて黒人女性の認
証精度が低かった事例［4］などが存在する。特に雇用や
査定においてAIを適用する場合に、そのAIは公平で
ある必要がある。
　このような状況から、AI の公平性への関心が高ま
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り、公平なAIを実現するための研究開発や議論が近
年盛んに行われている。AIの公平性研究では個人が
人種や性別などの生得的な性質によって不当に扱われ
ないことを目指す。人種や性別など公平で扱われるべ
き特徴をセンシティブ特徴とする。
　AIの不公平は、AI がデータから学習する過程で学
習データがセンシティブ特徴について持つ偏

かたよ

りを学習
内容に反映してしまうことにより生ずる。例えば、過
去に人種に対する偏見からあまり採用されてこなかっ
たマイノリティーに対して、採用データの傾向を学習
し不合格の可能性が高いと判断したり、AI による顔
認証システムにおいて、学習データ数の少ないグルー
プについて相対的に精度が低下したり［4］といった事例
がある。学習データからモデルを導出する際に、例え
ば分類精度を最大化することを目的とすると、マイノ
リティーに対する考慮はされないため、このような不
公平が意図せずに生じてしまうこともある。
　このような不公平さに対処するために、機械学習や
データマイニングの分野では公平性の規準を設定し
て AIの公平さを評価したり、不公平さを是正するよ
うな調整を行う手法が提案されている。公平性の規準
は多数存在し［10］、各適用事例に対して適切な規準を
選択する必要がある。公平性を測る軸についてだけで
も、例えば、予測においてセンシティブ特徴を用いな

いという手続き上の公平性と予測結果の公平性、どち
らを考えるかといった問題がある［6］。前者は合否判定
に性別を考慮しない、後者は性別によって分けられる
グループによって合格率が変わらないようにする、と
いった規準の選択が考えられる。また、グループ間の
公平性と個人間の公平性［5］、例えば、人種によって分
けられるグループ間での平均合格率で公平性を見る
か、人種以外は同じような特徴を持つ人たちには同じ
ような結果を与えるか、といった違いもある。複数の公
平性規準を同時に達成するのは困難であり、適用事例
ごとに適切な公平性を考える必要があるといえよう。
　公平性に配慮するため、分析の過程や結果において
公平性を達成するような調整を行う方法も提案されて
いる。学習データに不均衡があれば、データ数を調整
することで不公平さは改善される［4］。機械学習アルゴ
リズムに調整項を入れるなど、さまざまな工夫をする
方法もある。詳しくは神嶌氏らによる総説［18］などを
参照されたい。
　公平性の実用化に向けての課題として、公平性と性
能とはトレードオフがあること、さらに公平性の実現
のための介入はどのような場合にどのような方法なら
ば正当化されるかといった問題がある。アファーマ
ティブ・アクションの取り方など、どのような落とし
どころが適切かについてはさまざまな学問分野や実務
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家との連携が重要であると筆者は考える。また、AI
の不公平さは差別の再生産および拡大に寄与する懸念
がある。社会において AI が用いられて繰り返し意思
決定が行われるに当たり、その影響についての分析や
議論も必要である。さらに公平性の議論に用いられる
センシティブ特徴はプライバシーの理由から提供され
ない可能性がある。秘密計算の適用［9］などが提案され
ているが、実用化においての公平性とプライバシー保
護の両立についても議論の必要がある。

　4.  説明可能AIへの期待と課題

　ブラックボックスAI への懸念に対処するために、
AI の説明可能性についての議論がある。近年、画像
認識などさまざまなタスクに対し、深層学習などで巨
大なデータを学習した複雑な予測モデルが用いられて
いるが、そのような複雑なモデルによる意思決定の機
序や根拠を直接人間が理解するのは困難である。AI
の説明可能性は、AIを用いた意思決定や AI の振る
舞いについての理解、ユーザーに対する透明性やアカ
ウンタビリティーの確保のために重要であるため、ブ
ラックボックス AIの振る舞いの解釈や説明のための
方法が近年注目を集めている。
　機械学習の予測モデルの説明に当たり、そもそも最

初から解釈可能なモデルを作るか、ブラックボックス
を解釈して説明するか、といったアプローチなどがあ
る。ここで解釈可能なモデルとは、例えば少数の if-
thenルールなど人間が理解できるレベルで簡易であ
るものを指す。ブラックボックスの解釈には、モデル
全体を近似する解釈可能なモデルの生成や個別の意思
決定に関する予測の根拠の提示などの方法が用いられ
る。説明の妥当性は元のモデルの近似度合いや説明の
簡易さなどで総合的に評価される。これらの詳細につ
いては原氏の解説記事［16, 17］などを参照されたい。
　さまざまな説明方法が提案される中、どのような説
明が良いのか、そもそも良い説明とは何か、といった
問いが生じてきた。さらに、そのような説明生成方法
には落とし穴があることが近年明らかになった。筆者
らは説明の偽装が可能であることを明らかにした［2］。
これは元の複雑なモデルが不公平であるにもかかわら
ず、それを近似する公平な簡易モデルを作成できる場
合があることを示したものであり、このような「公平
であるように見せかける偽装」を fairwashing と名付
けた。このような操作可能性は元のモデルの複雑さに
起因するものであると考察される。そもそも複雑な事
象についての解釈の多様性といった問題は、機械学習
に限らず説明一般においても課題であると考えられ、
AI の説明可能性を考えるに当たり、適切な説明の要

Vol.44 2020 Winter30



01101010010110101001010001101010101010101011111100001011111100001111111010101000001010101010101010101101010101010101101010010110101001010001101010101010101011111100001011111100001111111010101000001010101010101010101101010101010101101010010110101001010001101010101010101011111100001011111100001111111010101000001010101010101010101101010101010101101010010110101001010001101010101010101011111100001011111100001111111010101000001010101010101010101101010101010101101010010110101001010001101010101010101011111100001011111100001111111010101000001010101010101010101101010101010101101010010110101001010001101010101010101011111100001011111100001111111010101000001010101010101010101101010101010101101010010110101001010001101010101010101011111100001011111100001111111010101000001010101010101010101101010101010101101010010110101001010001101010101010101011

0110101001011010100101000110101010101010101111110000101111110000111111101010100000101010101010101010110101010101010110101001011010100101000110101010101010101111110000101111110000111111101010100000101010101010101010110101010101010110101001011010100101000110101010101010101111110000101111110000111111101010100000 1010101010101010101101010101010101101010010110101001010001101010101010101011111100001011111100001111111010101000001010101010101010101101010101010101101010010110101001010001101010101010101011111100001011111100001111111010101000001010101001101010010110101001010001101010101010101011111100001011111100001111111010101000001010101010101010101101010101010101101010010110101001010001101010101010101011111100001011111100001111111010101000001010101010101010101101010101010101101010010110101001010001101010101010101011111100001011111100001111

0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1 0

1
1
0

0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1

01101010010110101001010001101010

0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1

0
1
1
0
1
0
1
0
0
1

01101010010110101001010001101010101010101011 0110101001011010100101000110101001101010010110101001010001101010101010101

0110101001011010100101000110101010101010

件について再考がなされるのではないだろうか。
　また機械学習などの専門知識を持っていないユー
ザーへの説明に当たり、プライバシーポリシーについ
ての議論と同様にそのユーザビリティーも着目されて
きている。実際に機械学習の解釈可能性を考える国
際ワークショップ 5）において、HCI（ヒューマンコン
ピューターインタラクション）分野との連携について
の言及や、HCI を扱う国際会議において Explainable 
AIについての論文が発表されるようになってきた。

　5.  A I の安全性とプラットフォーム上での
　　  情報流通

　AIを社会の重要な意思決定の局面等で用いる際に
は、上述のような公平性や説明性に加え、それらが期
待どおりに動作する安全性や情報プラットフォーム上
で流通するデータの信頼性が求められる。
　システムの安全性として、機械学習モデルを用い
た予測を間違わせるようなサンプル加工 Adversarial 
Examples［8］の問題がある。Adversarial Examples は
画像に人間には認識できないような小さなノイズを乗
せ、画像認識モデルを誤認識させる。また、データ汚
染と呼ばれる、学習を誤らせるような学習データの混
入の可能性もある［12］。いわゆる「いいね工場」のよう

な意図的なデータ作成が行われる可能性もある。この
ような攻撃とそれに対する防御方法の開発は日進月歩
であり、攻撃リスクの可能性を鑑みつつ、利便性も考
慮した適切な技術利用方法やリスクへの対応を行う必
要があると考えられる。
　インターネット上で流通する情報の害悪が問題にな
る場合もある。フェイクニュースのソーシャルネット
ワークなどでの拡散は2016年の米国大統領選などで
社会への影響が問題となった。フェイクニュース対策
として、ファクトチェックや偽アカウントの取り締ま
りなど、さまざまな措置が取られている。AIを使っ
たフェイクニュース検出なども研究開発されており、
信頼できる知識や拡散経路情報の利用など、さまざま
なアプローチがある。詳細はデータマイニングの主要
国際会議 KDDでのチュートリアル 6）などを参照され
たい。またディープフェイクなどの偽の動画を自動生
成する方法の、選挙や誹

ひ

謗
ぼう

中傷への悪用が問題視され
ており、検出方法の開発や Facebook 社によるディー
プフェイク検出コンテストの実施などの対応があり、
技術開発が進められている状況といえる。
　さらに、近年インターネット上で流通する差別的な
言動や誹謗中傷などが物議を醸している。このような
暴言については、自然言語処理の分野でデータセット
の作成や言語的特徴の分析などの研究が進められて
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おり、例えば国際ワークショップが2017年から継続
的に開催されている7）。今後の研究の進展が期待され
る。
　フェイクニュースやヘイトスピーチの検出、規制な
どの介入について AIによる自動化を考える際には、
前述のような研究上の進展はあるものの、真偽の定義
や冗談との区別などの課題が残っており、まずその定
義や介入の是非についての議論が必要と思われる。

　6.  おわりに

　本稿では倫理的な AIの実現に向けた研究の進展や
課題を概観した。技術的にはさまざまな課題発見や進
展が見られる一方で、公平性の規準、AIの説明の指
針、情報の害悪の定義や介入の是非など、実用に向け
てのさらなる技術的発展や、社会に導入する際の課題
解決には、技術者だけでなく、倫理学、法学、社会学
などの人文科学系の研究者との学際研究や実務家との
連携、社会との対話がより重要になってくると考えら
れる。
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　はじめに

　Facebook がドイツのソーシャルネットワーク市場
における支配的地位を濫用し、競争制限防止法（以
下、GWB という。）19条1項に基づく搾取的な条件
濫用違反に問われているケースにおいて、連邦カル
テル庁は、Facebook がそのソーシャルネットワーク
の利用を、Facebook の自社ソーシャルネットワーク
以外の第三者リソース（子会社 Instagram, WhatsApp

のサービスを含む）から収集したデータについて、
Facebook ユーザーアカウントに統合することに依拠
させる取引条件を禁止した1）。ソーシャルネットワー
クの場合、収集されるデータの中心が個人データであ
るため個人データ保護との関係で議論が形成されてき
たところ、本件では、Facebook によるデータ処理は、
個人データ保護法の原則に反し、GWB上の搾取的な
濫用行為に当たるとされたことが本件カルテル庁の決
定の特徴である。これに対して、控訴審決定では、本
件決定の適法性に重大な疑義があることを理由に、仮

ドイツ・連邦カルテル庁は、2019年にFacebookのデータ処理について、
GDPR違反に依拠して支配的地位の濫用行為に当たる競争法違反を認定していたが、
控訴審の決定では濫用禁止違反が否定された。これに対して、2020年6月に
最高裁がカルテル庁の判断を支持した形で、Facebookの濫用行為を認定し、その理由については、
個人ユーザーの選択の可能性の制限に搾取的な濫用を見ると同時に、
さらに、その妨害効果についてはカルテル庁の決定より詳細な検討が加えられている。
多面的に活動するデータプラットフォームの支配力の行使である濫用行為規制の在り方を考える
一つの手掛かりとして、当該フェイスブック最高裁の決定の要旨を紹介する。

キーワード
ドイツ競争法　支配的地位の濫用規制　データプラットフォーム　搾取的濫用規制　多面的市場

 ドイツ「Facebookケース」
最高裁決定について 

香川大学 法学部 教授

柴田 潤子 Junko Shibata
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処分として、本件決定の抗告訴訟の停止効果を命じ、
当該 Facebookによるデータ処理は、重要な競争侵害や
競争の展開を妨げず、いずれにしても濫用行為は認定
し得ないと結論付けられた2）。これに対し、最高裁 3）で
は濫用行為が認定されているが、カルテル庁の理由付
けとはやや異なる構成も散見される。以下、本稿では、
この最高裁の決定について、主要な論点について簡単
に整理することとしたい。

　1.  市場支配的地位について

　連邦カルテル庁の認定を支持し、最高裁では、
Facebook がドイツ国内の個人ユーザー向けソーシャ
ルネットワーク市場において市場支配的地位を有して
いるとする。控訴審決定では、この点についての認定
は特になかったが、最高裁は、市場支配的地位に関す
る検討基準について以下のように説示した。

（1）市場画定
　最高裁は、カルテル庁の市場画定が十分な検討に基
づいているとして支持する。Facebook の理解に反し
て、カルテル庁が、ユーザーの注目という世界市場で
はなく、ドイツ国内のソーシャルネットワークの市場
を画定したことに異議はないとする。商品市場の画
定においては、ソーシャルネットワークの需要市場
を基準とする。当該事業者や競争者ではなく、市場
相手方の視点が重要であるとして、機能的観点から、
Facebook が提供するサービスは、その他のソーシャ
ルメディア等とも代替性はないとする。また、GWB18
条2a項 4）に基づき、サービスが無料で提供されている
ことは、市場画定を否定しないとするが、無料での取
引関係が常に競争法上の関連市場の画定を正当化す
るのではなく、多面的市場であること、無料で提供
されるサービスが営利目的の取引活動での一部とな
る Facebook が事業者の仲介となり、広告がプラット
フォームのユーザーに到達することを可能としファイ

ナンスされることが重視されている。多面的市場の双
方のサイドは単一の市場相手方を形成せず、それぞれ
の需要に応じた市場が画定されており、カルテル庁の
認定は全面的に支持されている。

（2）市場支配的地位
　市場支配的地位は、所与の全状況の包括的考慮に基
づき明らかとなり、カルテル庁の市場支配的地位の認
定が肯定されている。カルテル庁は、ソーシャルネッ
トワークのユーザーシェアの検討に重きを置いてお
り、Facebook のシェアは2018年には97% に達してい
る。また、包括的考慮について、他の市場サイドで
ある広告市場の包括的な競争分析を求める Facebook
の非難も斥けられた。Facebook の主張のとおり、他
の市場サイドにおいて有効な競争が存在することは
想定し得るとしても、カルテル庁がこの市場サイド
の市場画定を取り扱わないことは差し障りがなく、
Facebook の関連市場における地位は、原則として、
Facebook の戦略的判断の下にある他の市場サイドの
市場に与える影響によって相対化されないとする。
　多面市場における間接的ネットワークは、事業者の
市場地位の評価に際して考慮される（GWB18条3a 項
1号 5））が、最高裁は、Facebook の理解に反して、間
接ネットワークは、ユーザーサイドにおいてコント
ロールを受けない行為余地を除去するのではなく、反
対に、ユーザーサイドにおいて存在する行為余地を広
告市場に有利となるように利用する動機付けとなると
して、アシメトリーなネットワーク効果を認識する。
広告市場にとって競争上重要なデータへのアクセス
は、GWB18条3a項4号に照らして、多面的市場にお
ける市場支配的地位の評価に際しての実質的な市場構
造パラメーターであると位置付けた。広告顧客が利用
可能な Facebook サービスの魅力は、データのクオリ
ティーと量に比例して高まるため、Facebook がデー
タ利用範囲を拡大するためにユーザー市場における行
為余地を濫用するインセンティブが生じる。直接ネッ
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　2.  濫用行為について

（1）濫用行為の概観
　最高裁は、控訴審の理解とは異なり、Facebook が、
カルテル庁により禁止された利用条件を用いることに
よる市場支配的地位の濫用をカルテル庁が認定した
ことに疑問はないとする。すなわち、私的ユーザー
のネットワーク利用を Facebook の権限に依拠させ、
Facebook 外で生じるユーザーやユーザーデバイス
に関連するデータ（以下、オフ Facebook データ）を、
Facebook 利用自体から生じる個人データと統合し、
ここでの統合データ処理についてユーザーの同意を得
ていない。本件について、データ保護法的観点から、
ポリシーで定める利用者のデータ利用について同意が
必要かどうか、必要であればどの程度ということは、
この文脈では重要ではないとして、データ保護法上の
同意の有無については言及されていない。
　控訴審が、市場支配的地位にある事業者による許容
されない普通取引約款の利用は、GWB19条1項の一
般条項に基づき濫用を意味するということを出発点と
するのは適切であるとされる6）。
　濫用に関して、控訴審決定では、当該条件が利用者
のコントロール喪失を意味せず、これについては何ら
強制状態を根拠付けられないと認定し、ユーザーは、
単に、広告でファイナンスされるため無料でのソー
シャルネットワークの利用から生じるメリットと、
Facebook による追加データの利用と結び付いた結果
との衡量を単に必要とするにすぎず、この衡量は、
ユーザーに影響を与えるものではなく、完全にその個
人の主観的嗜

し

好
こう

や価値観に基づき自律的に行われ得る

トワークについては、控訴審も適切に認定しており、
直接ネットワークは、ロックイン効果、ひいてはユー
ザーが、特に広告市場に利益をもたらすようなソー
シャルネットワークの利用と結び付いた不利益を甘受
することに連なるとする。
　とりわけこの多面的市場においては、複数のサービ
スの並行利用（マルチホーミング）とユーザーにとっ
てのスイッチング負担に注目すべきであり、この点、
カルテル庁に誤りはないとする。カルテル庁の認定に
よれば、競争者の排除を防止し、または新規参入を容
易にするといえる程度のソーシャルネットワークの並
行利用は明らかにされていない。Facebook のユーザー
シェアは上昇する一方、競争者のシェアは一貫して低
下しており、全体のユーザー数も2016年に一定のレ
ベルに達して以降停滞している。Facebook は、マル
チホーミングは一般的であると主張するが、かかる実
態は明らかではないとされる。マルチホーミングを支
えるのは、ソーシャルネットワークの並行利用がユー
ザーにとって何ら追加コストを伴わないことである
が、ソーシャルネットワークの並行利用には、友達が
利用していることやデータポータビリティーが欠けて
いることなど、高いハードルがあるとするカルテル庁
の認定は妥当とする。
　GWB18条3a項5号との関係で、インターネット上
のネットワークの市場地位は、技術イノベーションの
活発な展開により、競争者による攻撃に晒

さら

されている
という主張に対しては、市場支配的地位がやがては将
来的には消滅するであろうという抽象的な見方のみ
で、市場支配は否定されないとされる。
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とした。著しい数の Facebook ユーザーと非ユーザー
の数が示すとおり、様相は一様ではなく、ユーザーの
搾取は原則として立証されていないとした。
　しかしながら、最高裁では、かかる理由をもって濫
用を否定することができないとする。最も重視された
のは、ソーシャルネットワークの利用を止めたくない
が、データの収集・処理をソーシャルネットワークの
利用とファイナンスに必要な程度に限定することに価
値を置くユーザーの利益を考慮していないことであ
る。つまり、ネットワーク外でのユーザーアクティビ
ティーから収集されるデータに基づいてパーソナライ
ズされたエクスペリエンスを提供するソーシャルプ
ラットフォームについては、典型的なサービス供給の
拡大によって、ユーザーが望まない可能性があるサー
ビスコンテンツが押し付けられ、いずれにしても、そ
のために Facebook に認めていない個人データへのア
クセスが自由になることが問題であるとする。ここで
は、二つの自己の商品の抱き合わせか、あるいは単
なるサービスの拡大が問題になっているのかは、未
決にし得るとするが、個人需要者は、潜在的にオフ
Facebook でのインターネット利用への無制限なアク
セスと結び付く、インテンシブなユーザーエクスペリ
エンスのパーソナライズを伴うネットワークを利用し
たいのか、または、Facebook 自体で提供するデータ
に基づくパーソナライズのみの同意を表明したいのか
について、何ら選択が許されていない。
　上記の押し付けられたサービス拡大の重要性は、控
訴審決定が言うように無料であることを理由に否定さ
れず、望まないサービスを強いることを通して、他方
の市場サイドで実質的な競争パラメーターを意味する
個人ユーザーのデータ提供の形でもって要望される

サービスについての対価は、価値が高まることにな
る。
　最高裁では、上記のとおり、「濫用」を「押し付けら
れたサービスの拡大」と見ていると言ってよい。端的
に言えば、必要とするサービスを超えたサービスを
押し付けられているということであり、Facebookは、
この必要でないサービスを含まないサービスを提供せ
ず、ユーザーにはその意味で選択の可能性がないこと
を意味するのである。これが「抱き合わせ」を意味す
るのかどうかは、明確にしていないが、抱き合わせの
ケースであり、市場相手方と競争者に対する濫用形態
が問題となった「Gemeinsamer Anzeigenteil」7）ケース
が引用されている。

（2）データの経済的価値について
　最高裁は、FacebookやGoogle のような事業者の資
金調達に見られるとおり、データに経済的価値がある
ことは、一般的に承認されていることを前提とする。
控訴審決定では、データがそれ自体ライバル化され
ず、排他的ではなく、利用し尽くされないという特性
に基づいた経済的視点から、Facebook のデータ利用
によって消費者は弱体化されないという理解であった
が、これではカルテル法上の評価は不十分であるとす
る。ユーザーが、Facebook に経済的価値のあるデー
タを提供し、それがユーザー関連データの商業的利用
と収集を可能にしているのである。
　ユーザーはネットワークの利用のため対価をもたら
し、それは、「パーソナライズエクスペリエンス」の
拡大を通してのオフ Facebook データの活用によって
その価値は高められる。ユーザーは、Facebook ネッ
トワークを金銭的対価なく、かつその限りで無料利用
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していることになるが、一方で、ネットワーク管理者
としての Facebook の広告事業者は、データ分析も含
めて広告の掲載についての価格を支払っており、この
収入を手段として、ネットワークの管理がファイナン
スされるのであり、最高裁は、ユーザーがこのような
個人データを通して「内部補助」を可能にし、二面市
場の他方の市場サイドで Facebookの収益化が可能と
なるとする。控訴審の決定では、ユーザーが、その
データを多数の事業者に任意に何度も利用させること
を妨げられないとしたが、これに対しても、ユーザー
によるデータ開示の経済的本質から外れているとし
て、データの利用性とその価値は、その組み合わせ
やマスターとの関係で高まるのであり、ユーザーは、
Facebookや第二の市場サイドにおけるそのサービス
の需要者が利用可能なデータベースに貢献するのであ
り、それがユーザーのインターネット利用から生じた
データに当たるとしても、ユーザーには全く自由にな
らず、第三者も同様にアクセスし得ないとする。

（3）因果関係について
　市場支配的地位に基づく濫用行為であることから、
両者には結び付きがあるが、この理解は一様ではな
い。最高裁によれば、垂直的関係だけでなく、水平的
な関係における強制的抱き合わせと同様に、競争侵害
的な効果が明らかになり得るのは、押し付けられた
サービス拡大が、買い手の搾取または競争の妨害とし
て示される場合であるとし、押し付けられたサービス
の拡大の競争阻害性は、買い手の搾取だけでなく、そ
の競争妨害的効果からも明らかになるとする8）。
　GWB19条にいう条件濫用が、どの程度、市場支配
と契約条件の因果関係を前提にするのかについては、

カルテル庁および控訴審においても、法的に認容され
ないデータ処理条件との関係で議論がなされてきた。
最高裁は、濫用の要件として、市場支配的地位の存在
を前提として初めて市場支配者に、買い手の搾取を引
き起こす取引条件の実施を可能にするという、いわゆ
る厳格な因果関係を説く控訴審を支持せず、むしろ、
押し付けられたサービス拡大が、需要者に不利益を与
え、有効な競争があれば期待し得ない市場効果および
同時に競争妨害に連なるケースにおいては、GWB19
条1項に基づく因果関係の存在を肯定する。特に、二
面市場において、一方の市場サイドの仲介者による搾
取が同時に、他の市場サイドにおける競争を阻害する
おそれがある場合に妥当する。
　最高裁は、濫用規制における因果関係の必要性を一
般的に否定しているのではなく、濫用規制の目的に従
い、必要な因果関係が評価されるとして、この場合、
市場支配的事業者の行為により、有効かつ歪

ゆが

みのない
競争を阻害しないという、市場支配的事業者が負うべ
き特別の責任も考慮される。
　最高裁も指摘するように、妨害濫用については、従
来の判例に基づいても必ずしも厳格な因果関係を要件
としていない9）。本件では、当該行為の市場効果は、
契約当事者との関係に限定されず、むしろ、潜在的競
争者にとっての市場条件も阻害するとされる。
　また、妨害濫用も認めることは、必ずしも事実上の
効果の認定を要求しないとして、競争の行動パラメー
ターが市場関係を知覚可能に（spürbar）阻害する客観
的属性がある場合に十分認められるとする。市場支配
的事業者は、その行動を通して有効かつ歪みのない競
争を阻害しないという、特別の責任を負っているた
め、その限りで、競争に対する懸念で十分である。こ
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の点も、事実上の妨害効果の発生を必要とする控訴審
決定とは異なる。

（4）本件取引条件は有効な競争があれば期待されない
     こと
　最高裁は、本件の取引条件について、有効な競争の
下では期待されないから、反競争的な市場効果に連な
ることに疑いはないとする。
　カルテル庁の認定によれば、ユーザーの著しい部分
は、個人データのより少ない範囲での開示を望んでいる。
　有効な競争があれば、まず、ロックイン効果から生
じるスイッチングのハードルは存在せず、ソーシャル
ネットワーク市場での供給が利用可能となり、ユー
ザーのインターネット全体の利用を反映するデータへ
のアクセスに際して、さらに強度の自律性のためユー
ザーの主観的な嗜好を考慮に入れることになり、ユー
ザーには、ユーザーエクスペリエンスのよりインテン
シブなパーソナライズを伴うネットワークの利用を希
望するか、またはプラットフォームの供給の利用にお
いて開示されるデータに基づくパーソナライズのみ
に同意しているのか、という選択が可能になろうが、
かかる完全な選択可能性を Facebook は提供していな
い。結局、グループの他のサービスからのデータを収
集し統合する際に、コントロールの可能性が欠如して
いるとする。
　少なくとも需要の主観的な嗜好によるコントロール
を受けていると評価されない行為は、競争によって十
分にコントロールされてない行為による搾取を意味し
得るとする。確かに、有効な競争があっても、全ての
市場において、供給が全需要について主観的嗜好を考
慮するということは出発点とし得ない。しかし、その

供給をもって最大限多数のユーザーにリーチするとい
うネットワーク管理者の特別な利益が存在しており、
これは、有効な競争があれば、実質的な競争パラメー
ターを形成することになるのである。
　最高裁は、禁止された利用条件とポリシーが市場慣
行となっているという Facebook の主張も採用してい
ない。YouTube、Skype、Yahoo、Twitter などは、対
応するような利用条件を用いていることが指摘された
が、分野で慣行的に使われる利用条件であっても、そ
こから有効な競争における供給であることは推論さ
れ得ないとする。Facebookの圧倒的地位に鑑みれば、
その利用条件を業界全体で模倣することから、有効な
競争の下で用いられる状況を推論することは禁じられ
るであろう。
　競争が存在しない場合と同様に、活発な競争を伴う
業界においても、普通取引約款条項が批判なく受け入
れられ得ることは、情報上のアシメトリーや消費者の
合理的無関心の現れであるため、本質的ではないと
する。このことは、控訴審決定の認定によれば、80%
のFacebook ユーザーが、本件での当該利用条件を読
んでいないことに示され、その理由は、いずれにして
も当該利用条件を受け入れなければならないからであ
る。控訴審決定は、適切にも、ユーザーは、ソーシャ
ルネットワークに参加することをオフ Facebook デー
タの処理いかんの問題より重要であると推論したが、
有効な競争があれば、ユーザーは、真正な選択可能性
を持つのであり、データに敏感なユーザーによっても
利用されている点について控訴審決定は誤解があると
する。
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（5）競争妨害
　最高裁は、本件の利用条件の形成は、競争を妨害す
ることとなると認定している。見通せる時間的範囲
で、競争者が、そのネットワークの魅力にとって十
分なユーザー数を獲得することに成功する場合のみ、
Facebook の市場地位に対して有効に対抗することが
可能とあるが、Facebook の多大な利用者数を見れば、
著しい市場参入障壁が存在する。
　オフ Facebook データへのアクセスによって可能と
なるインテンシブなパーソナライズは、Facebook が
多くのデータを利用すればするほど、ユーザー行動の
予測可能性の精度が上昇することなどから、顕在的ま
たは潜在的な競争者との関係においてその供給の改善
を可能にする。もともとユーザー数が極めて多いた
め、顕在的および潜在的競争者にとっては、供給の機
会が一段と減少し、さらに、ネットワーク効果に起因
する市場参入制限によって、潜在的競争者は、ネット
ワークの経営のために必要な広告契約を巡る競争にお
けるリスクが加わるとする。
　これに対して控訴審決定では、オフ Facebook デー
タ処理と統合がソーシャルネットワークの目的に鑑み
て、競争者であるネットワーク供給者の市場参入にど
のような影響を与えるかが実証、包括的に検証されて
いないとしており、市場参入の制限については自明で
ないとしていた。
　最高裁は、さらに、広告契約を巡る競争へのネガ
ティブな効果のため、オンライン広告市場への阻害も
否定していない。控訴審決定の理解に対して、ソー
シャルメディアに係るオンライン広告という独自の市
場が存在すること、そして、Facebook が当該市場で
市場支配的地位を有していることの認定は必要ではな
いとする。阻害は、支配的市場ではなく、支配されて
いない第三市場においても現れる10）。

（6）利益衡量について
　ドイツ法において市場支配的地位の濫用かどうか

は、全てのファクターの包括的評価および関係する利
益衡量が、競争の自由というGWBの法目的を考慮し
て検討される。この利益衡量は、常に個別事例に即し
て行われる。
　最高裁は、まず、Facebook がオフ Facebook デー
タの利用により提供している機能性においては、市場
支配的地位の濫用の下で押し付けられた拡大サービス
の問題であるとする。このサービスについて、拡大
されたサービス範囲がその対価に値するのかどうか
とは関係なく、ユーザーはオフ Facebook データへの
Facebookのアクセスを受け入れなければならないと
し、サービス範囲の押し付けられた拡大は、それと結
び付くデータアクセスのためにこの機能を利用したく
ないユーザーにとってデメリットを意味し、さらにそ
の妨害効果のため、必要な衡量に基づけば、濫用とな
ることに疑いはないというのが結論であり、以下のと
おり、個別の具体的利益を検討している。
　まず、契約が法秩序の一般的基準によって違法とさ
れる場合、利益衡量において衡量される一つのファク
ターとなるが、契約条件の違法性は、濫用の認容に必
要な要件ではないとする。
　ユーザーの保護される利益として、データの収集や
処理について、ソーシャルネットワークを利用するのに
必要な程度の利用やファイナンスに限定すること、特
にオフ Facebook のインターネット利用を把握されな
い、ということに価値を置くユーザーの保護がある。
　最高裁は、控訴審決定がソーシャルネットワークへ
のアクセスは社会生活への参加として避けることがで
きないとするのは誤った認識であるとした上で、ソー
シャルネットワークは、重要な社会的コミュニケー
ションフォームであり、相互に交換し、考えを表明す
る目的で開かれたフォーラムの利用は、ユーザー数の
多さやネットワーク効果のために、特別の意味がある
とする。市場支配的事業者による搾取から需要者を保
護することは、生活必需品・サービスに限定されない
とする。
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　カルテル庁の決定では、搾取的濫用が個人ユーザー
の情報を巡る自己決定権の侵害という GDPR違反に
依拠して認められていることと関連して（控訴審決定
では、自己決定権の侵害を認定していない）、最高裁
は以下のように説示している。すなわち、憲法上保障
された情報上の自己決定権は、インターネットにおけ
るコミュニケーションの政治的、社会的、かつ経済的
な関わりを見れば、ソーシャルネットワークの管理者
がその利用につき、不適切な開示によってコミュニ
ケーションデータを搾取することからユーザーの保護
を要請する。情報上の自己決定権については、自己の
データの利用について一般的または包括的な自己決定
権を含むものではないにしても、それは、どのコンテ
クストで、そしてどのような方法で自己のデータを他
者にアクセスさせ、利用させるかを反映させる可能性
を個人に保障するとして、それをもって、自己の個人
属性について実質的に自身で決める保障も含むとす
る。そして、この基本法上の保障は、私法上の法律関
係に対しても拡大する効果を展開し、かつ、私法上の
一般条項の解釈において、GWB19条も考慮すること
ができる。私法における基本権の効力範囲は、憲法上
の価値判断として、その要請が、直接的な国事裁判上
の保護的効果に比べて狭く、要求が低いことを意味す
るのではなく、特に、私的事業者がドミナントな事業
者であり、公的なコミュニケーションの枠組みを提供
する場合の私人の基本権の拘束は、結果として、国家
の基本権の拘束と類似または同一として捉え得る。そ
の限りで、データ処理についての厳格な要請、および
特に同意の必要性との相互作用において目的と結び付
けることは、情報の自己決定の保護について最適かつ
可能な限り、憲法上求められる措置であり、データ保
護規則も考慮されるとする。GDPR6条1項によれば、
個人データの処理は、少なくとも示された要件が満た
される場合のみ認容され、本件においても個々に検討
が加えられた結果、本稿では詳細を割愛するが、当該
要件を満たすことは認められていない。

　Facebookの正当な利益としては、第三者ソースか
らのデータの処理について、ターゲット広告やそれを
もってネットワークのファイナンスに貢献し、同様
に、分析目的、利用者やネットワーク安全性、研究目
的と法的な要請に対応することに機能することであ
る。とりわけ、広告の目的でのデータの処理が、正当
な利益に機能する処理として捉え得るとしても、個人
データの保護の観点で、例外や制限は、絶対的な必要
性に限定されなければならないのであり、ソーシャ
ルネットワークの枠組みでのデータ収集のみでは、
Facebookの正当な利益が十分確保されないことが明
らかではなく、かつ立証もされていないとする。ユー
ザーにとっての意義、市場支配の程度、および所与の
市場構造、そして、行為を出発点とする利用者の利
益に対立する妨害効果に鑑みて、Facebookの承認さ
れる利益は後退せざるを得なく、そのデータ処理は、
ソーシャルネットワークの利用にとって必要な程度に
限定されるとされる。
　さらに、消費者の選択の自由は、競争的プロセスや
その機能、供給と需要を通して調整、保障されるので
あり、この調整機能が市場支配やロックイン効果、競
争機能の弱体化等を通して阻害され、残余競争は需要
者の主観的な嗜好を反映させることができない場合、
GWB19条1項の濫用禁止は、当該者の利益とは関係
なく、市場支配的事業者には、競争プロセスにおいて
期待される買い手の選択可能性を考慮に入れるという
特別の義務が課されることになる。とりわけ、市場支
配的事業者の行為が、同時に当該または近接市場にお
ける市場地位を維持し、または強化する場合にこのこ
とは当てはまるとする。
　これに加えて、Facebookは、消費者の一部にとっ
ては、著しい範囲をカバーする社会的生活への参加に
ついての決定を意味し、かつ政治や社会、分野、経済
的な問題について公的な議論にとって本質的な意味が
あることから、事業者には、情報の自己決定に鑑み
て、プラットフォーム利用条件の形成において特別な
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論 文

法的責任が増すとされている点も注目される。

　終わりに

　カルテル庁は GDPR違反を手掛かりとして、個人
ユーザーの情報を巡る自己決定権の侵害に搾取的濫用
行為を求めていたのに対し、最高裁は、いわゆる個人
ユーザーの選択可能性の自由の制限から直接的に搾取
的濫用を見いだし、さらに、それがソーシャルネット
ワーク間の競争妨害的な効果をもたらすことも重視し
ている。最高裁の決定では、GDPR違反については利
益衡量の枠組みで評価されており、GDPR違反につい
ても丁寧に検討が加えられている。搾取としての自己
決定権の侵害についての詳細な理論は本決定では回避
されたように思われるが、自己決定権は、ユーザーに
おける真正かつ自由な選択を確保する。カルテル庁
も、「オフ Facebook」のデータ使用についての同意を
拒否するという真正または自由な選択肢を持たないこ
とに濫用の核心を見ており、問題の本質についての見
方は BGH とカルテル庁は異ならない。
　ソーシャルネットワーク市場への妨害効果について
は、カルテル庁の決定においても、認定されていると
ころではあるが、カルテル庁の決定では、搾取に重点
が置かれているのは明白であったところ、最高裁の決
定では、競争妨害効果の検討も同様に重視されている
と言ってよいであろう。従来の事例との整合性の観点
からは、いわゆる抱き合わせの事例が引用されてお
り、取引相手方の搾取を基本としながらも、他の市場
への支配力拡大として妨害効果を問題視する姿勢がう
かがえる。この点に関係して、予定されている GWB
の第10次法改正と併せて、搾取濫用と妨害・排除濫
用の位置付けについては今後の検討課題としたい。
　加えて、Facebookに対しては、ドミナントな事業
者であるというだけでなく、政治的、社会的にも影響
が大きな公的なコミュニケーションを担う事業者であ
るという位置付けがなされており、課せられる特別の

責任はかなり厳しくなっているようにも思われる。競
争法における支配的な事業者に対する特別の責任理論
は、主に排除（妨害）濫用行為に関係して展開してき
た。本件は、搾取的濫用行為と妨害効果も認定されて
いるところ、取引相手である私的ユーザーに対する搾
取濫用においても特別の責任が強調されている。一定
の高い独占力を持つデータプラットフォームに対して
は、とりわけ公正な競争を維持するために、特別の責
任が考慮されるべきで、このことはかかるデータプ
ラットフォームに対する事前規制の根拠にも通底する
であろう。

Junko Shibata

柴田 潤子
香川大学 法学部 教授
上智大学法学研究科博士後期課程単
位取得満期退学。1999年〜 2000
年にアレクサンダー・フォン・フン
ボルト財団の給付生として現Max 
Planck Institute for Innovation 
and Competition （ミュンヘン・
ドイツ）に留学。専門は経済法、独
占禁止法。
最近の業績は、国際経済法学会誌予
定「データエコノミーにおけるドミ
ナンス規制」日本国際経済法学会年
報29号（2020年）掲載予定、「EU
競争法の『 現代化 』の今日的位相
─ 市場支配的地位の濫用規制につ
いて」『独占禁止法とフェアエコノ
ミー』（共著）所収（2017年）、「特
集（1）「独占禁止法の実体規制」私
的独占　独占禁止法70年」日本経
済 法 学 会 年 報38号20頁（2017
年）、「グーグルの市場支配的地位
濫用とEU競争法」法律時報1135
号63頁（2019年 ）、『 経済法への
誘い』共著（2016）、『 フランチ ャ
イズ と独禁法 』法学教室470号

（2019年）44頁。
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Bundeskartellamt 06 .02 .2019 （B6-22/16） https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/
DE/Entscheidungen/Missbrauchsaufsicht/2019/B6 -22 -16 .pdf?__blob=publicationFile&v=8参照。本件決定
については、舟田正之「ドイツ・フェイスブック事件 ----濫用規制と憲法・民法（詳細版）」　 http://www.pluto.dti.
ne.jp/~funada/funadagermanyFBdetail.pdf　参照。

「Facebook I」OLG Düsseldorf 1 . Kartellsenat, 26 .08 .2019（VI-Kart 1/19 （V）, Kart 1/19 （V））

「Facebook」BGH Kartellsenat 23 .06 .2020 （KVR 69/19） なお、本稿で扱う一連の事例は、カルテル庁の仮処
分を巡る決定であり、本案については今後デュッセルドルフ高等裁判所において手続きが進むことになる。

「サービスが無料で供給される取引であっても、市場画定を妨げない」

GWB18条（3a）では、多面的市場やネットワークにおける事業者の市場地位の評価に際しては，特に以下のファ
クターを考慮するとして、1号では直接的および間接的ネットワーク効果、2号では複数のサービスの並行的利用
および利用者にとっての転換コスト、3号ではネットワーク効果と関係する規模の利益、4号では競争上重要なデー
タへのアクセス、5号ではイノベーションがもたらす競争圧力が挙げられている。

詳細は、「VBL-GegenwertI」（BGH, KZR58/11）および「VBL-GegenwertII」（BGH, KZR47/14）を参照。

BGH 09 .11 .1982（KVR 9/81）　ここでは、ドイツのある地域での定期購読新聞の広告市場で支配的である新聞
社が実施した広告の強制的組み合わせ料金が、市場における競争者と相手方の濫用に当たるかどうかが問題と
なった。カルテル庁は、不可欠な広告メディアと望まない広告メディアの抱き合わせが、市場慣行や業績競争に
も当たらず、広告主の決定の自由と、中小の競争者である日刊紙の競争機会を著しく阻害するとした。

「Der Oberhammer」BGH 30 .03 .2004（KZR 1/03）　固定ネットワーク接続の市場を支配している電話会社が、
インターネットアクセスの市場で既に強力な地位を築いている子会社とインターネットアクセスを組み合わせた
ISDN接続を提供している場合、市場支配的地位の濫用の観点からの懸念が生じるとする。抱き合わせが実際に
吸引効果を出発点とし、抱き合わせのためISDN顧客の多くが他のインターネットアクセスプロバイダーに奪わ
れた場合、かかる抱き合わせは禁止される。これは、抱き合わせの枠組みでのインターネットアクセスが参加者
に何ら義務を課さず、別のプロバイダーの顧客になるという選択肢を残した場合にも適用されるとした。

例えば、「Hoffmann La Roche」EuGH判決 13 .12 .1997（Rs.85/76 , 91）　裁判所の見解によれば、因果関係の必
要性の問題について決定的に意味があるのは、102条の保護目的であり、それは、歪みのない競争を保護するこ
とであり、このことが、市場支配力と濫用行為の間の因果関係を重要視しない。厳格な因果関係ではなく、結果
の因果関係で十分であるとする学説。Eilmansberger/Bien, in Münchener Kommentar zum Wettbewerbsrecht. 3 . 
Auflage, 2020 , AEUV Art.102 Rn272以下。

事例として、「Strom und Telefon II」BGH 04 .11 .2003（KZR 38/02）　電力と電気通信の抱き合わせが濫用に当
たるかどうかが問題となった。
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ないでいた“本質的ニーズ”を形にしたのだ。
　こうした製品やサービスの開発の背景を理論化する
のが「UXデザイン」である。
　安藤教授は、「UXとはUser Experienceの略で、使
い勝手が良いといったレベルにとどまらず、使う人が
使い続けるうちにうれしいと感じるような体験を意味
しています。その上で製品デザインにとどまらず、開
発やセールスの方法も含めた理想的なUXを実現する
仕組みをつくるのがUXデザインです」と定義する。
　UXデザインは、デザインするものが何であるかを
問わない。スマートフォン向けのアプリかもしれない
し、カーデザイン、店舗デザイン、グラフィックデザ
インかもしれない。「結果的に使う人がうれしいと感
じる体験」を実現するのが目的だからだ。
　またUXデザインは、製品やサービスを生み出すこ
とにとどまらず、周辺の関連業務（例えばサポートデ
スクの対応や取扱説明書の編集法など）の設計や製品
開発の体制に潜む事業的な課題などにも切り込み、製
品・サービスづくりの一貫した仕組みをデザインしよ
うとする。これが、いわゆる工業デザインとは一線を
画している理由だ。
　UXデザインへの取り組みでも、他の製品開発と同
様にユーザーの製品への品質評価が前提となる。従前
は、質問表による定量調査やインタビューによる定性
調査にとどまっていた品質評価に対して、「体験価値
が創造されているかどうか」というユーザーの心理的

新しい製品やサービスの開発スタイルが、劇的に変
わってきた。節目となったのはスマートフォンの登場
だ。ユーザーは、機能ではなく「体験価値」を重視す
る。ならば逆に、体験価値という心理的要素を製品評
価に取り込み、製品そのものだけでなく、事業課題も
含めてデザインし直そうとするのが UX デザインであ
る。日本のUXデザイン研究をリードする千葉工業大
学の安藤昌也教授に聞いた。

製品評価に「体験価値」という
新指標を盛り込む

　LINEは、電話でもメールでもない「文字による対
話」という新しい連絡手段を提供した。しかも相手の
文字は左側、自分の文字は右側に表示することで「対
話」という場の状況を再現している。
　スマホアプリやネットでラジオが聴ける「radiko」。
2010年にサービスを開始したが、参加局が増えるにつ
れてユーザーも増え、2020年3月のユニークユーザー
数は880万人を数える。エリア制限なしで全国のラジ
オを聴ける有料サービス会員も70万人を超えた。故郷
の様子を知る手立てにしたり、見知らぬ地方の放送そ
のものを楽しんでいる人も多い。
　2例に共通するのは、ユーザーに新たな「体験価値」
を提供していることだ。ユーザーが、「こんなことが
できたら良いな」と思いつつも具体的には説明しきれ

5 後

を

年
未来

の

探せ

安藤 昌也 千葉工業大学 教授に聞く

新たな製品開発モデルを提示する
「UXとUXデザイン」

取材・文：船木春仁　　撮影：下坂敦俊
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トフォンのカメラの高画素化や自動修正機能の高機能
化が進むが、それは部品単価が下がったからというよ
りは、インスタグラムやユーチューブに投稿している
人たちの増加によるものである。
　ユーザーは、機能ではなく結果としての体験そのも
のに価値を見いだしている。製品でもサービスでもな
い「コト消費」「経験経済」という言葉も定着した。そ
のために供給側は、ユーザーはどんな未知の体験を求
めているのかを考えなくてはならなくなった。既存製
品の改善や機能を強化すれば済む問題ではない。
　しかし「スマホ前」でも、利用者のニーズを探るた
めに各種のマーケティング調査をしたり、モニターを
集めて試作品の使い勝手の良し悪しを検証するなどの
努力はなされていた。UXデザインでも各種の調査を
活用する。であるのに、従前のデザイン活動とUXデ
ザインは何が違うのだろうか。
　安藤教授は、「決定的な違いは、一般解を求めるか
個別解を求めるかです。UXデザインでは製品やサー
ビスを評価する際に、定量・定性の調査や実験室内で
のモニタリングなどにとどまらず、ユーザーが実際に
利用している場でどう感じているかを重点的に探って
ユーザーの体験価値、つまりうれしいと感じるものを
見つけ、それを起点に新たな体験価値を創造するため
のデザイン活動を行います」と解説する。
　一般解とは、例えば「想定ユーザーは20代・男性・
会社員・独身」というような情報で示し、「その誰もが

な要素を取り入れ、それを定量化できるモデルを創造
することでUXデザインを体系化・理論化したのが安
藤教授である。いわばUXデザインを「使える科学」に
押し上げた。それは「ユーザビリティー工学に新たな
視点を導入し、それを具体的に明示した意義は大きい」

（博士論文の審査員評）と評された。
　

激変した製品・サービス開発を
「理想の個人解」で仕切り直す

　UXやUXデザインがあらゆる製品やサービスで不可
欠になったきっかけは、スマートフォンの登場だった。
安藤教授は「西暦の『紀元前・紀元後』になぞらえるな
らば、『スマホ前・スマホ後』という大きな節目があ
り、スマホ後の製品開発に方向性を与えるものとして
UXデザインが注目されるようになりました」と言う。
　スマホ前・後の大きな違いの一つが、「インタラク
ティブ性」だ。スマホではユーザーが画面をタッチす
ることでさまざまな作業を行う。それだけユーザーが
スムーズかつ直感的に使えるようなインターフェース
や操作性（ユーザビリティー）が製品やサービスの人気
を左右するようになった。同様のことはカーナビゲー
ションでも起きていた。
　もう一つ大きな変化が起きた。ユーザーが製品機能
そのものよりも、「それでどんな楽しい体験ができる
のか」を問うようになったのである。例えば今、スマー

千葉工業大学 先進工学部 知能メディア工学科 教授（学
術博士）
1974年生まれ。97年早稲田大学政治経済学部経済学
科卒業。NTTデータ通信を経てアライド・ブレインズの
設立に参加。ユーザビリティー・アクセシビリティーの
コンサルタント業務に従事。2011年千葉工業大学准教
授に就任し、15年より教授。ユーザーエクスペリエンス
や人間中心設計などの研究、設計に従事。人間中心設計
などの国際規格の国際対策委員会委員も務める。著書に

『UXデザインの教科書』（丸善出版）などがある。

Masaya Ando

安藤 昌也
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UXデザイン 
グラフィックデザイン
インターフェースデザイン
プロダクトデザイン

インタラクションデザイン

ユーザー ビジネス 利用文脈

ユーザーと製品との関わり ユーザビリティー
利用品質 ビジネスモデル
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 組織の目標 

人間中心デザインプロセス
（HCD） 

認知工学
人間工学
感性工学

知識の活用

既存UX
の把握

理想のUX
と利用文脈
の想定

利用文脈
の把握

製品・
市場の
 把握 

デ
ザ
イ
ン
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対
象
領
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ザ
イ
ン
の

理
論

デ
ザ
イ
ン
の

実
践 

製品・サービス 

2

2

1

3

4

1
4

理想のUXを実現する
製品・サービスの製作

3

利用文脈と
ユーザー体験の把握

ユーザー体験のモデル化と
体験価値の探索

アイデアの発想と
コンセプトの作成

実現するユーザー体験と
利用文脈の視覚化

プロトタイプの反復による
製品・サービスの詳細化

実装レベルの製作物による
ユーザー体験の評価

体験価値の伝達と保持の
ための指針の作成

既存UXの把握、
利用文脈の把握 調

査
・
分
析

コ
ン
セ
プ
ト

デ
ザ
イ
ン

プ
ロ
ト

タ
イ
プ 
提
供 

評
価 

製品・市場の把握
　実現する
　体験価値の設定 
　理想のUXと
　利用文脈の想定
　理想のUXを実
　現する製品・
　サービスの製作
　UXを実現する
　製品・サービス
　を提供する仕組
　みの設計 

ユ
ー
ザ
ー 

製品
サービスユーザー体験

 （体験価値） 

HCDプロセスの活用 ノウハウの活用

ビジネス戦略の把握 

使えるように」と幅広いニーズを満たそうとするもの
だ。そのために可も不可もない最大公約数的な製品に
なったり、逆に機能をたくさん盛り込み過ぎてリモコ
ン操作が複雑になり、使いこなせない人が続出した製
品もあった。
　一方、UXデザインの考え方は真逆だ。想定される
ユーザーがうれしいと感じる本質的な体験価値、つま
り究極の個人解を探し、それをデザインに反映させる
ことで、同じような利用状況にある多くのユーザーに
も体験価値を得られるようにする。言葉を換えれば、
UXデザインは、究極の個人解を一般化していくアプ
ローチだといえる（図表1、 2）。最初は意味が分からな
いと感じても、潜在的に同じようなうれしさを感じた
いと願っていれば、必ず適応して新たな体験価値を得
られ、その製品を評価するようになるからだ。　
　そもそも現在、ユーザーが支持する製品やサービス
は、それがまるで自分だけのために創られたと感じさ
せ、うれしさがどんどん大きくなる（再生産される）よ
うなものだ。UXデザインがスマホ後の時代で注目され、
研究が進んだのも、「まるで自分だけのために」という
一点が、従前のものづくりではフォローできないから
だった。

「天才の感覚」を
誰もが抽出できるアプローチ

　しかし、理想の個人解から本質的なニーズをくみ出
すことができる手法など可能なものだろうか。アップ
ル社は、iPhoneによるスマホ革命で、次々と「それを

使うことで何が楽しいか」という体験価値を創造する
流れを生み出した。しかし、それはＳ・ジョブズとい
う天才の感覚に負うところが大きい。また、他社の成
功例でも「経営者の直感が当たった」というケースが
多く、非常に属人的だ。
　この疑問に安藤教授は、各種のUX技法から理想の
個別解を導き出すための基礎的なフレームワークを提
示した。一つが、「ユーザーモデリングの3階層構造分
析」で、ユーザー調査や、その結果に基づきユーザー
像を具体的に浮かび上がらせるにはたくさんの技法が
あるが、安藤教授はそれらを三つのジャンル（階層）で
整理し直し、体験価値の探索に結び付ける手法を理論
化した。
　三つの階層とは、図表3に示している①属性層、②
行為層、③価値層、だ。ユーザー個々人のデータを、
この三つの視点で分解していくのである。
　一番下にある属性層では、ユーザーが「何をしたい
か」の目標の違い（属性）に基づいてユーザーを類型化
する。次の行為層は、実際のユーザーの製品やサービ
スに対する「振る舞い」の違いや、その時間的な変化
に基づいて行動をパターン化する。さらに一番上にあ
る価値層は、行為別にユーザーがどのような価値観を
得ていたり、異なる意味を認識しているかなどを類型
化する。つまり図は、特定の目標を持ったある属性の
人が（属性層）、特定の行為をすることで（行為層）、そ
の人にとっての何らかの価値を実現している（価値層）
という構造を示しているのである。
　こうした類型化の作業を通じて、得られた各種の
データを比較できるようになり、共通点や相違点を分

図表1  UXデザインが関わる要素は多岐にわたる 図表2  UXデザインのプロセス
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関心度合いである。「YouTubeに投稿するからカメラ
機能が気になる」とか「お掃除を楽に済ませたいので
ルンバが欲しい」といった具合に、製品関与は、ユー
ザーの個人的な目的や価値観と製品との関係の度合い
を意味している。
　次に、自己効力感を縦軸に、製品関与を横軸に取
り、それぞれに「高・低」のマスを作ると四つの仕分
けができる（図表4）。これが「SEPIA法」だ。SEPIA
とは、自己効力感のSE：Self-Efficacyと製品関与の
PI：Product Involvement、さらに分析のA：Analysis
からの造語。
　図表を見ると、四つのユーザー類型ができあがる。
これは、先の3層のユーザーモデリングよりも明確に
類型化されている。例えば、製品関与が高く、自己効
力感が低いユーザーとは

「期待先行ユーザー」であ
り、「関心は高いものの使
いこなす自信はないユー
ザー」ということになる。
ユーザーモデリングで分
かったさまざまな要素を、
SEPIA法に沿って再分類
していけば、自社の製品
ユーザーにはどのような
タイプが多いかが見えて
くるのである。
「ならば企業としてどの
ような戦略を取るかの検
討が必要になります。期

析することで、より深い理解が可能になる。
　この3階層モデルからは、いかにUXデザインを実
施していくかという基本的な実践手法も分かる。つま
り3層の上から下に降りていくのだ。価値層にある特
定の体験価値（本質的ニーズ）に注目すれば、体験価値
が、どのような行為によってもたらされ、どのような
目標属性を持った人たちで持たれているかが分かる。
その上で、新しい体験価値を提供したいと考えた場合、
どういう行為を働きかければよいかについての仮説を
得られる。
「新しい行為を促す要素を推測できるからこそ、UX
デザインは体験のデザインと言われます」（安藤教授）

「SEPIA法」で
自社ポジションや戦略の糸口をつかむ

　安藤教授がUXデザインのために確立したもう一つ
の理論が「SEPIA法」だ。ユーザーを類型化して想定
ユーザーをより厳密に特定できるものだ。
「体験価値を持つユーザーや体験価値とは遠い所にい
るユーザーなどを分けている要因は何なのか。そうし
た疑問から研究を始め、ある“変数”がキーになってい
ることを明らかにしました」（安藤教授）
　その変数とは、「製品利用の自己効力感」と「製品関
与」という二つのものだった。自己効力感とは、製品
の使い方が分からないときに「やれるように頑張れる
と思うか」ということ。「操作は苦手」と思う人は自己
効力感が低く、「使いこなせる」と思う人は自己効力
感が高い。一方、製品関与とは、対象となる製品への

図表3  本質的ニーズからデザインの方向性を見極めるための
           ３階層図

図表2  UXデザインのプロセス

着目する価値
体験価値
（本質的ニーズ）

現実の
コンテクスト

新しいユーザーの行為
実現したい理想のUX 

想定ユーザー 

提案するコンテクスト 
（シナリオ/ストーリー）

自己効力感
（SE）

高

低

低 高 製品関与
（PI）

冷静・合理的ユーザー

操作や使いこなしには問題な
いと思っているが、この製品
にはあまり思い入れがないユ
ーザー

マニアユーザー 

この製品に対する関心度や知
識量が高い上、操作でき、使
いこなせると思っているユー
ザー

ミニマム利用ユーザー

操作は得意でもないし、自信
もない。この製品への関心や
知識もそれほどないユーザー 

期待先行ユーザー 

この製品に対する関心度や知
識量は高いが、操作したり、
使いこなしには自信がないユ
ーザー

価値層 

行為層 

属性層 

図表4  製品・サービスのデザイン戦略立案のために
           利用態度を類型化するSEPIA法
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まにビールが溢れる映像が出て、「おっとっと」などと
言っている。安藤教授は、「このアプリには若者らし
いばかばかしさがありますが、お酒を注ぎ合うことで
相手を気遣うコミュニケーションの原点をしっかり捉
えており、素晴らしいと思います」と語る。
　大学内でAEDを使って救命しなければならない人が
発生した場合、AEDのある位置を知らせたり、心肺蘇
生法をプロモーションする活動もユニークだ。赤いコ
スチュームを着た「ソセイダー」をキャンパス内に出
没させ、学生食堂ではポスターを展示した。ポスター
では、肝心の説明部分の文字の大きさをわざと小さく
してある。なぜかというと一歩前に近づいて読んでも
らうことで、後ろを歩く人たちに迷惑をかけない工夫
なのである。つまり通行を妨げないためのデザインで
あり、それは“伝わる”“美しい”を目指す旧来のデザ
インとは発想を異にする。
　こういうUXデザインの知見を他者の援助のために
使うことを安藤教授は「利他的UX」と呼ぶ。誰かを助
けたくなるデザインだ。他人のために役立ちたいとい
う人の体験価値（本質的ニーズ）から始まっている。
　安藤教授は、「UXデザインは、さまざまな分野で社
会変革を促す起点になっていくのではないかと考えて
います。例えば、政府の政策づくりでもSEPIA法によ
る分類に基づいた政策であれば根拠が明確で、説得力
もあります。新型コロナウイルスで私たちは、当たり
前と思っていたことが仮のものであったと気がつかさ
れました。だからこそ本質的なニーズを考え、さまざ
まなものをデザインしていく。最後の最後にキーワー
ドとして浮上してくるのは『共感』という行為のよう
な気がしています」と語る。
　個人の究極の体験価値が、社会変革の起点になって
いくというUXデザインの手法を使って、他の学問分
野での発想転換を積み重ねていけば、社会課題の解決
にも従来にない道筋が見えてくる可能性を秘めている。

待先行ユーザーをマニアユーザーに押し上げることに
焦点を置くか、使いこなせると思ってはいるが製品に
は関心を示さない冷静・合理的ユーザーをマニアユー
ザーにすることに力を注ぐのか。いずれにしてもユー
ザーの製品評価についての構造を類型化できたことで、
次のアクションが明確になり、いよいよ具体策を検討
する、つまりデザインする段階に入ります」（安藤教授）
　期待先行ユーザーをマニアユーザーにしたいのなら
ば、取扱説明書の内容を分かりやすくしたりユーザー
サポートを充実させたりするアイデアが生まれるだろ
う。「講習会があるので来ませんか」というアイデアも
あっていいだろう。また、冷静・合理的ユーザーをマ
ニアユーザーにしたいのならば、それこそ製品に魅力
を感じてもらえるようなデザインに変えたり、マニア
ユーザーが持つ体験価値を知ってもらうような接点づ
くりを行う。
「いずれにしてもユーザーとの接点づくりは戦略を反
映したものでなければなりません。類型化の後の施策
づくり、つまりデザイニングでは、関連する部門の人
たちがユーザー体験をしっかりと共有して取り組むこ
とが必要です」（安藤教授）

「利他的 UXデザイン」が
社会変革の起点に

　一人のユーザーの理想的な体験価値から始まるUX
デザインの研究では、若者たちが常識にとらわれない
アイデアを次々に生み出している。例えば、安藤教授
の研究室の学生が創った「Web飲み会用ビール注ぎア
プリ」は、実に楽しい。
　Web飲み会では実際にビールは注げない。しかしこ
のアプリでは、相手を選んでスマホを傾けると、相手
の画面にビールが注がれる映像が出てくる。注がれた
人は、映像が出たら自分でグラスにビールを注ぐ。た

AEDの重要性を周知
するために、さまざま
な掲示物やツールを作
成した。ポスターは一
部の文章をわざと小さ
くしてあるのが分か
る。通常のデザインに
はない発想だ。

学生たちはオンライ
ンで飲み会を開催す
るためのソフトを作
成した。右画面で注
ぎ合うビールを視覚
化している。
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*常勤の公務員（研究休職などを含む）の方は応募できません。
  Nextcom誌に2頁程度のレポートを執筆いただきます。

2021年度 著書出版・海外学会等 
参加助成に関するお知らせ
本誌では、2021年度も公益財団法人KDDI財団が実施する著書出版・海外学会等参加助成に、
候補者の推薦を予定しています。

【著書出版助成】

【海外学会等参加助成】

助成内容：
助成対象者：

助成金額：
受付期間：

助成内容：
助成対象者：

助成金額：

受付期間：

推薦・応募：

情報通信に関する社会科学分野への研究に関する著書
過去5年間にNextcom誌へ論文を執筆された方
3件、各200万円
2021年 5月1日〜 9月10日（書類必着）

海外で開催される学会や国際会議への参加に関わる費用への助成
情報通信に関する社会科学分野の研究者（大学院生を含む）*
北米東部 欧州 最大40万円　北米西部 最大35万円　ハワイ 最大30万円
その他地域 別途相談（総額100万円）**
随時受け付け

いずれの助成も、Nextcom監修委員会において審査・選考し、公益財団法人KDDI財団へ推薦
の上、決定されます。応募方法ならびに詳細は、以下「Nextcom」ホームページをご覧ください。

「Nextcom」論文公募のお知らせ
本誌では、情報通信に関する社会科学分野の研究活動の活性化を図るため、
新鮮な視点を持つ研究者の方々から論文を公募します。

【公募要領】申請対象者：

論文要件：

選考基準：

公募論文数：
公募期間：

選考結果：
著作権等：
掲載時期：

執筆料：
応募：

その他：

大学院生を含む研究者
　＊常勤の公務員（研究休職などを含む）の方は応募できません。

情報通信に関する社会科学分野の未発表論文（日本語に限ります）
　＊情報通信以外の公益事業に関する論文も含みます。
　＊技術的内容をテーマとするものは対象外です。
およそ1万字（刷り上がり10頁以内）
論文内容の情報通信分野への貢献度を基準に、Nextcom監修委員会が選考します。

（査読付き論文とは位置付けません）
毎年若干数
2021年4月1日〜9月10日（予定）
　＊応募された論文が一定数に達した場合、受け付けを停止することがあります。

2021年12月ごろ、申請者に通知します。
著作権は執筆者に属しますが、「著作物の利用許諾に関する契約」を締結していただきます。
2022年3月、もしくは2022年6月発行号を予定しています。
掲載論文の執筆者には、5万円を支払います。
応募方法ならびに詳細は、以下「Nextcom」ホームページをご覧ください。
1. 掲載論文の執筆者は、公益財団法人KDDI財団が実施する著書出版助成に応募すること　
　ができます。
2. 要件を満たせば、Nextcom論文賞の選考対象となります。
3. ご応募いただいた原稿はお返しいたしません。

「Nextcom」ホームページ
https://rp.kddi-research. jp/nextcom/support/　
問い合わせ先：〒105-0001　東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージタワー
　　　　　　　　株式会社 KDDI総合研究所 Nextcom編集部

お 知 ら せ
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情報伝達・解体新書

彼らの流儀はどうなっている？
動物であるサンゴは光合成ができない。栄養を得るためには藻との共生が必要だ。
その藻との出会いを光がもたらしていた。

執筆：高橋 俊一　絵：大坪 紀久子

　サンゴ礁の海を泳ぐと、色とり

どりの熱帯魚が褐色をしたサンゴ

の周りを泳ぐのを目にすることが

できます。このサンゴの褐色です

が、実はサンゴ自身の色ではあ

りません。これは、サンゴに共生

する藻類（共生藻）の色なのです。

　サンゴは藻類を共生させること

で、成育に必要な栄養の多くを光

合成から得られるようになってい

て、言わば植物化した動物といえ

ます。藻類を共生させるサンゴ種

の多くは、環境中からパートナー

となる共生藻を見つけるのですが、

そのためには共生藻と出会う必要

があります。

　では、どのように、出会うので

しょう。

　最近になって、サンゴの緑色蛍

光が海水中を泳ぐ共生藻への出

会いの合図となっていることが分

かってきました。

エ ッ セ イ

植物化した動物
サンゴの
共生パートナー

サ
ン
ゴ
の
蛍
光
は

誘
い
の
合
図
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Shunichi Takahashi　大学共同利用機関法人 基礎生物学研究所 環境光生物学研究部門 准教授

1974年生まれ。琉球大学大学院で博士号取得。オーストラリア国立大学ラボリーダーなどを経て、
2014年10月より現職。総合研究大学院大学准教授を併任。

専門は生理生態学。サンゴと藻類の共生関係について研究している。

ことができます。ただ、共生する

と鞭毛を失い、サンゴの体の中で

じっとしています。海水中の共生

藻の泳ぐ方向は、光と大きく関係

があり、好きな光の色と嫌いな光

の色とが存在します。最も好きな

光は弱い緑色の光で、共生藻は

そこに向かうように泳ぎます。こ

れは、正の走光性といいます。逆

に、最も嫌いな光は強い青色の光

で、共生藻はそこから逃げるよう

に泳ぎます。これは、負の走光性

といいます。

　自然界では、共生藻は強い青

色光を含む太陽光から逃げるよう

に、海水の深いところに向かって

泳ぎます。そこで、海底のサンゴ

が太陽光を受け、緑色の蛍光を

放っていると、共生藻はその緑の

蛍光を出すサンゴに向かって泳ぐ

のです。こうやって、海の中で、

両者は出会うのです。

　つまり、サンゴからの緑色蛍光

が、海水中を泳ぐ共生藻との出会

いの合図になっているのです。

　海水中に存在する共生藻の数

は非常に少なく、サンゴが共生藻

に偶然出会う確率は非常に少な

いと考えられます。さらに、それ

ぞれのサンゴ種は、ある特定の共

生藻種としか共生関係を結びませ

ん。つまり、サンゴはせっかく共

生藻と出会ったとしても、好みの

相手でなければ共生関係を結び

ません。そのため、自然界で、偶

然に共生藻と出会い、またそれが

好みの相手である可能性は非常

に少ないのです。そこで、サンゴ

は緑色蛍光で共生藻との出会いを

増やすことで、共生パートナーを

見つけやすくしているのです。　

　われわれにとっても、人生や

仕事など、あらゆる場面でパー

トナーを見つけることが重要とな

ることがあります。その見つけ方

はさまざまだと思います。でも、

困ったときは、サンゴに見習って

みてもよいかもしれません。

　サンゴをよく見ると、全体的も

しくは部分的に緑色に光って見え

ます。これは、サンゴが持つ緑色

蛍光タンパク質（GFP）が紫外線

や青色のような光を受け、緑色の

蛍光を放つからです。ほとんどの

サンゴ種がこのGFPを持ってお

り、日中、太陽光を受けて緑色の

蛍光を放ちます。ただ、共生藻を

多く持っている場合は、サンゴか

らの緑色蛍光はマスクされてしま

い、目立たなくなります。そのた

め、共生パートナーを失ったサン

ゴほど、緑に輝いて見えます。こ

れはあたかも、周りの注目を集め

ようとしているかのように見えま

す。

　共生藻は渦
うず

鞭
べん

毛
もう

藻
そう

の仲間で、

二本の鞭毛を使って海水中を泳ぐ

パートナーに送る
出会いの合図

サンゴが放つ
緑色蛍光
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の言葉。それを聞いて私はまず
「人工甘味料」を連想した。人工
甘味料もすっかり広まっており、
今や誰も「人工甘味料」とは呼ば
ないような気がする。それに砂
糖をはじめ「甘味料」とは人工的
につくられるものだろう。
　「人工知能」は「AI（Artificial 
Intelligence）」の訳語。「Artifi-
cial」は「Natural」の対義語で

「不自然な、人為的な」を意味す
る。これに衛星（satellite）や真
珠（pearl）などをつけて「人工衛
星」「人工真珠」という具合に、
自然ではないものを表わしたり
する。つまりAIも自然ではない、
人為的な知能ということになる
のだが、そもそも知能は甘味料
同様、人為的ではないだろうか。
　計算や分類も人為的だし、こ
れを構成する言語や記号も人為
的。むしろ人為的でない知能は
知能とは呼べない。ちなみにAI
の基本原理は、データを統計処
理してパターン認識すること。
例えば、鶴亀算の「鉛筆〇本と
消しゴム△個を～円で買いまし

　疎いだけかもしれないが、ハ
イテク用語にはいつも悩まされ
る。わかったようなわからない
ような、教えられたような騙

だま

さ
れたような……。
　先日もVRブームだと聞いて

「VR（Virtual Reality）」という言
葉を調べてみると、これを「仮想
現実」と訳すのは間違いだと知
らされた。「Virtual」は「Virtue

（徳、価値、効力）」の形容詞形
であり、そこに仮想という意味
はない。VRとは「仮想の現実」
ではなく、「現実感の実質」との
こと。私たちが現実だと感じる
ことの実質とは何か？ それをと
らえて再現する技術なのだそう
だ。現実ではなく現実感。現実
感とは脳内の現象であり、そう
なると私たちはすでにVRを生き
ていることになり、何がVRなの
か特定できなくなってしまうの
ではないだろうか。
　「それが広まれば、もう誰も

『人工知能』と呼ばなくなる」
　とは、人工知能研究の第一人
者であるジョン・マッカーシー

article:Hidemine Takahashi
ノンフィクション作家。1961年横浜市生まれ。東京外国語大学モンゴル語学科卒業。

『ご先祖様はどちら様』で第10回小林秀雄賞、『「弱くても勝てます」 開成高校野球部のセオリー』 で第23回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。
他の著書に『からくり民主主義』『損したくないニッポン人』『不明解日本語辞典』『定年入門』『悩む人』『パワースポットはここですね』など。最新刊は『一生勝負』（文藝春秋）。

髙
橋
秀
実

そ
も
そ
も
知
能
は
人
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で
し
ょ
!?

それが広まれば、
もう誰も「人工知能」と呼ばなくなる。
……ジョン・マッカーシー

明 日 の 言 葉

エ ッ セ イ
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た。□本と×個の時は ≈ 円でし
た。消しゴム１個の値段はいく
らですか？」という問題も大量の
鶴亀算の答えを統計処理して消
しゴムの値段を算出する。本物
の知能はそんなことはしないと
言われるが、実際の子供たちは
カンを働かせ、AIのように消し
ゴムの相場を探って正解したり
する。物事の本質をとらえるの
が知能とされるが、私たちは「本
質」と呼ばれがちなものをパター
ンとして認識しているだけでは
ないだろうか。そうなると知能
はすべて人工知能ということに
なるわけだが、そう思うこと自
体、 すでに自分がAIの端末に
なっている証拠ではないかとい
う恐怖も覚えるのである。

　人とAIとを巡る物語で必ず問われる「心」の問
題。両者の境目の区別がつかなくなったとき、豊
かな心を持つか否かが人とAIを分ける重要なファ
クターとして描かれます（あの鉄腕アトムでさえ、
複雑な感情を持ち合わせない自分に苦悩していま
す）。いずれAIが“電気羊”の夢を見るのかどうか
は分かりませんが、少なくとも人間の方は、心豊
かなAIの誕生を夢に見続けることでしょう。
　次回の特集は「ICTと次世代教育（仮）」です。豊
かな心に代表されるような、数値での測定は難し
い、それでいて人生を豊かにするために必要な能
力＝非認知能力が注目される教育現場において、
ICTはどのように活用されるのでしょうか。ご期
待ください。　　　　　　　　（編集部　神山 遙）

編集後記

本誌は、わが国の情報通信制度・政策に対する理解を深めるとと
もに、時代や環境の変化に即したこれからの情報通信制度・政策
についての議論を高めることを意図しています。
ご寄稿いただいた論文や発言などは、当社の見解を示すものでは
ありません。

●本誌は当社ホームページでもご覧いただけます。
　https://rp. kddi-research.jp/nextcom/
●宛先変更などは、株式会社KDDI総合研究所Nextcom（ネクストコム）編
　集部にご連絡をお願いします。（Eメール：nextcom@kddi-research.jp）
●無断転載を禁じます。
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背景
原文は「…as soon as it works , no one 
calls it AI anymore」*。人工知能研究の第
一人者であり、ダートマス会議で、AIとい
う名称を定義付けたジョン・マッカーシー

（1927 〜2011年）の言葉。

*Research Handbook on the Law of Artificial 
Intelligence, Edward Elgar Pub（2019）
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